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唐代の外交政策における〝謀略〟とその背景

は

じ

め

に

通
常
は
、
諸
国
家
の
正
規
の
政
府
間
の
交
渉
を
外
交
と
い
う
が
、
時
に
は
敵
対

す
る
他
国
の
非
主
流
派
や
有
力
者
と
の
非
公
式
な
交
渉
（
い
わ
ば
「
裏
の
外
交

（shadow
 diplom

acy

）」）
が
、
敵
国
の
弱
体
化
な
ど
に
有
効
な
場
合
も
あ
り
、

敵
国
の
要
人
の
謀
殺
な
ど
は
、
そ
の
よ
う
な
「
裏
の
外
交
」
が
歴
史
の
表
舞
台
に

顕
在
化
す
る
好
例
と
も
言
え
る
。「
謀
殺
」
は
、
成
功
し
た
と
き
に
は
顕
在
化
す

る
が
、
失
敗
し
た
場
合
に
は
表
に
は
出
ず
、
闇
に
葬
り
去
ら
れ
る
こ
と
も
多
い
の

で
、
実
際
の
成
功
例
よ
り
も
多
く
の
目
に
見
え
ぬ
失
敗
例
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

本
稿
で
は
、
唐
の
外
交
史
の
陰
の
側
面
、
裏
の
外
交
と
い
う
点
に
注
目
し
た
い

と
思
う
。
唐
は
、
安
史
の
乱
（
七
五
五
〜
七
六
三
年
）
が
勃
発
す
る
以
前
、
隣
接

す
る
強
国
（
吐
蕃
や
突
厥
な
ど
）
の
有
力
者
、
吐
蕃
の
宰
相
ロ
ン
チ
ン
リ
ン
（
論

欽
陵
）、
突
厥
第
二
可
汗
国
の
可
汗
黙
啜
、
吐
蕃
の
将
軍
タ
グ
ラ
コ
ン
ロ
ェ
（
悉

諾
邏
恭
禄
）、
契
丹
の
衙
官
（
副
官
）
可
突
于
を
、「
謀
略
」
に
よ
っ
て
死
に
至
ら

し
め
た
。

唐
が
周
辺
国
家
に
対
し
て
謀
略
を
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
た
理
由
と
し
て
、
以

下
の
二
点
が
あ
げ
ら
れ
る
。

①
シ
ス
テ
ム
の
確
立
し
た
中
華
王
朝
と
違
っ
て
、
官
僚
機
構
が
未
発
達
な
国
家
、

特
に
新
興
国
や
遊
牧
国
家
は
、
政
治
的
に
も
軍
事
的
に
も
個
人
の
力
量
に
負
う
と

こ
ろ
が
大
き
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
新
興
国
や
遊
牧
国
家
な
ど
に
お
い
て
は
、
有
能

な
リ
ー
ダ
ー
の
死
が
国
家
の
命
運
や
存
亡
を
左
右
す
る
こ
と
も
多
い
。
そ
れ
ゆ
え
、

暗
殺
や
謀
殺
が
有
効
に
作
用
す
る
。

②
中
央
集
権
化
が
進
ん
で
い
な
い
国
家
の
場
合
、
指
導
者
層
の
間
に
大
き
な
差

が
つ
い
て
い
な
い
こ
と
が
多
い
の
で
、
謀
略
な
ど
に
よ
っ
て
指
導
者
層
の
間
に
楔

を
打
ち
込
む
こ
と
が
比
較
的
容
易
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
謀
略
を
受
け
た
国
家
は
、

政
治
的
に
も
軍
事
的
に
も
指
導
者
層
の
一
体
性
が
損
な
わ
れ
、
徐
々
に
弱
体
化
し

て
い
く
こ
と
も
あ
る
。

以
上
の
二
点
に
よ
り
、
謀
略
と
い
う
手
段
は
、
近
隣
諸
国
に
対
し
て
実
施
す
る

場
合
に
は
有
効
な
方
法
で
あ
る
が
、
中
央
集
権
化
が
か
な
り
進
ん
だ
正
常
な
状
態

の
中
華
王
朝
に
お
い
て
は
、
あ
ま
り
効
力
を
発
揮
し
な
い
。
官
僚
機
構
が
あ
る
程

度
発
達
し
て
い
れ
ば
、
個
人
よ
り
も
集
団
と
し
て
機
能
が
発
達
す
る
の
で
、
一
個

人
を
排
除
し
て
も
、
多
く
の
場
合
、
大
勢
に
は
影
響
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま

り
、
ま
と
も
な
状
態
の
中
華
帝
国
、
唐
代
で
い
え
ば
、
安
史
の
乱
以
前
の
中
国
に

対
し
て
は
、
謀
略
は
有
効
な
手
段
で
は
な
か
っ
た
。
加
え
て
、
謀
略
に
は
一
定
の

〈
研
究
ノ
ー
ト
〉

唐
代
の
外
交
政
策
に
お
け
る
〝
謀
略
〞
と
そ
の
背
景
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工
作
資
金
が
必
要
で
あ
る
た
め
、
通
常
は
豊
富
な
資
金
力
を
有
す
る
中
華
王
朝
か

ら
周
辺
国
家
に
対
し
て
一
方
向
的
に
行
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
安
史
の
乱
以
降
、
唐
も
軍
事
的
・
経
済
的
に
著
し
く
弱
体
化
し
た
上

に
、
反
側
藩
鎮
が
皇
帝
や
王
を
僭
称
し
て
叛
旗
を
翻
し
た
た
め
、
皇
帝
の
相
対
的

地
位
は
下
落
し
て
し
ま
っ
た
。
ま
た
、
唐
の
支
配
者
の
層
も
薄
く
な
っ
た
の
で
、

個
人
が
背
負
う
責
務
や
影
響
力
も
重
く
な
り
、
将
軍
が
謀
略
の
タ
ー
ゲ
ッ
ト
と
し

て
狙
わ
れ
る
場
合
も
あ
っ
た
。

こ
う
し
て
、
安
史
の
乱
後
に
な
る
と
、
弱
体
化
し
た
唐
が
逆
に
周
辺
国
家
か
ら

謀
略
を
し
か
け
ら
れ
る
ケ
ー
ス
も
起
こ
っ
て
く
る
。
本
稿
で
は
、
唐
が
吐
蕃
に

よ
っ
て
し
か
け
ら
れ
た
「
平
涼
偽
盟
」（
貞
元
三
＝
七
八
七
）
を
謀
略
の
例
と
し

て
取
り
上
げ
た
い
と
思
う
。

本
稿
は
、
二
章
で
構
成
さ
れ
る
。
第
一
章
で
、
唐
が
行
っ
た
周
辺
国
家
の
要
人

達
の
謀
殺
を
取
り
上
げ
、
第
二
章
で
は
、
吐
蕃
が
唐
に
し
か
け
た
謀
略
、「
平
涼

偽
盟
」
を
取
り
上
げ
る
。

ま
た
、
唐
が
謀
殺
し
た
と
思
わ
れ
る
周
辺
国
家
の
四
人
の
要
人
（
ロ
ン
チ
ン
リ

ン
、
黙
啜
、
タ
グ
ラ
コ
ン
ロ
ェ
、
可
突
于
）
に
つ
い
て
は
〔
表
〕、
唐
に
よ
る
周

辺
国
家
の
要
人
（
ロ
ン
チ
ン
リ
ン
、
黙
啜
、
タ
グ
ラ
コ
ン
ロ
ェ
、
可
突
于
）
の
謀

殺
と
、
彼
ら
の
謀
殺
前
後
の
対
外
的
な
状
況
に
つ
い
て
は
〔
年
表
1
〕、
平
涼
偽

盟
前
後
の
情
勢
に
つ
い
て
は
〔
年
表
2
〕
に
各
々
ま
と
め
た
の
で
、
随
時
参
照
さ

れ
た
い
。

一
、
七
世
紀
末
〜
八
世
紀
前
半
（
安
史
の
乱
以
前
）、
唐
に

よ
る
周
辺
国
家
の
要
人
の
謀
殺

七
世
紀
後
半
、
唐
は
西
域
の
支
配
権
を
め
ぐ
っ
て
吐
蕃
と
対
戦
し
た
が
、
四
度

も
大
敗
し
、
太
宗
時
代
か
ら
の
対
外
膨
張
に
歯
止
め
が
か
か
っ
た
）
1
（

。
更
に
、
永
淳

元
年
（
六
八
二
）、
モ
ン
ゴ
リ
ア
に
突
厥
（
第
二
可
汗
国
）
が
復
興
し
、
そ
の
後
、

契
丹
や
渤
海
も
勢
力
圏
に
置
き
、
北
方
の
脅
威
と
な
っ
た
た
め
、
唐
は
、
七
世
紀

末
か
ら
西
の
吐
蕃
、
北
の
突
厥
と
い
う
二
つ
の
難
敵
に
対
応
せ
ざ
る
を
得
な
く

な
っ
た
。
こ
の
た
め
唐
は
東
西
二
正
面
作
戦
の
回
避
を
意
識
し
、
外
交
を
重
要
視

す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
七
世
紀
末
〜
八
世
紀
前
半
（
安
史
の
乱
以
前
）、
唐
は
軍

事
的
な
交
渉
の
み
な
ら
ず
、
多
様
な
外
交
を
展
開
す
る
よ
う
に
な
っ
た
）
2
（

が
、
そ
う

い
っ
た
外
交
の
副
産
物
と
し
て
「
謀
殺
」
と
い
う
手
段
を
用
い
て
、
敵
対
す
る
吐

蕃
の
宰
相
ロ
ン
チ
ン
リ
ン
、
突
厥
可
汗
の
黙
啜
、
吐
蕃
の
将
軍
タ
グ
ラ
コ
ン
ロ
ェ
、

契
丹
の
衙
官
（
副
官
）
可
突
于
を
抹
殺
し
て
い
っ
た
。

ロ
ン
チ
ン
リ
ン
（
論
欽
陵
）
は
吐
蕃
の
名
将
・
名
宰
相
で
あ
り
、
七
世
紀
後
半
、

自
ら
吐
蕃
軍
を
指
揮
し
て
幾
度
か
唐
軍
を
撃
破
し
、
唐
を
大
い
に
苦
し
め
た
が
、

六
九
八
年
（
聖
暦
元
）、
チ
ン
リ
ン
の
専
横
を
憎
む
吐
蕃
王
チ
・
ド
ゥ
ー
ソ
ン
に

よ
っ
て
粛
清
さ
れ
た
。

黙
啜
は
、
突
厥
第
二
可
汗
国
の
二
代
目
の
可
汗
で
あ
り
、
再
興
し
た
突
厥
を
ま

と
め
、
七
世
紀
末
〜
八
世
紀
初
め
、
自
ら
出
撃
し
て
は
、
た
び
た
び
唐
を
苦
し
め

た
。
唐
は
和
戦
両
様
で
黙
啜
に
対
応
し
た
が
、
突
厥
の
猛
攻
を
食
い
止
め
る
こ
と

が
で
き
な
か
っ
た
の
で
、
懸
賞
金
を
か
け
て
黙
啜
の
殺
害
を
促
し
た
。
そ
の
結
果
、

開
元
四
年
（
七
一
六
）、
黙
啜
は
バ
ヤ
ル
ク
族
の
兵
士
（
頡
質
略
）
に
よ
っ
て
襲

撃
・
殺
害
さ
れ
、
首
級
は
玄
宗
に
献
上
さ
れ
た
。

タ
グ
ラ
コ
ン
ロ
ェ
（
悉
諾
邏
恭
禄
）
は
吐
蕃
の
名
将
で
あ
り
、
開
元
十
五
年

（
七
二
七
）、
瓜
州
（
甘
粛
省
）
を
大
々
的
に
襲
撃
し
、
唐
に
甚
大
な
損
害
を
与
え

た
の
で
、
唐
は
吐
蕃
に
工
作
員
を
派
遣
す
る
と
、
タ
グ
ラ
コ
ン
ロ
ェ
が
唐
と
通
謀

し
て
い
る
と
吹
聴
し
た
。
す
る
と
吐
蕃
王
チ
デ
ツ
ク
ツ
ェ
ン
は
唐
の
流
し
た
偽
情
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〔年表 1〕唐による周辺国家の要人（ロンチンリン、黙啜、タグラコンロェ、可突于）の謀殺と、彼らが
謀殺される前後の唐との対戦状況

年代 出　来　事

670
（咸亨元）

4月、吐蕃軍が亀茲にある唐の安西都護府を襲撃【第一次唐・吐蕃戦争の勃発】
7月～ 8月、大非川の戦いでロンチンリン率いる吐蕃軍が唐軍を撃破

677
（儀鳳 2） 吐蕃と西突厥の阿史那都支が連合して安西都護府を襲撃【第二次唐・吐蕃戦争の勃発】

678
（儀鳳 3） 9月、青海付近の戦いで、ロンチンリン率いる吐蕃軍が唐軍18万を撃破

685 吐蕃の宰相ツェンニャ（ロンチンリンの長兄）が死去し、ロンチンリンが宰相位を継承
687 吐蕃が安西四鎮を奪取【第三次唐・吐蕃戦争の勃発】
689 7 月　第三次唐・吐蕃戦争での前半の決戦、寅識迦河の戦いで吐蕃軍が唐軍を撃破
692 10月、唐軍が吐蕃軍を撃破し、四鎮を奪還
694

（延載元） 2月、唐軍が、吐蕃軍（ロンチンリンの末弟グントンが指揮）と西突厥の阿史那 子の連合軍を撃破

695
（天冊万歳元）

7月　ロンチンリンの率いる吐蕃軍が臨洮に入寇
冬、ロンチンリンの末弟グントンが、吐蕃王チ＝ドゥーソンによって処刑される

696
（万歳通天元）

3月、第三次唐・吐蕃戦争の最終決戦、素羅汗山の戦いにおいて、ロンチンリン率いる吐蕃軍が唐軍を撃破。
5月、契丹の反乱（李尽忠・孫万栄の乱）が勃発
8月、唐の派遣した契丹討伐軍が、契丹軍に敗北
9月、吐蕃の宰相ロンチンリンが法外な条件で唐に和睦を提案

698
（聖暦元）

ロンチンリンらガル一族が、吐蕃王チ=ドゥーソンにより粛清される
この頃、則天武后が、黙啜を斬った者を王に封じるとの勅書を下す

699
（聖暦 2）

ロンチンリンの弟ツェンワ（賛婆）と、ロンチンリンの息子論弓仁が、唐に亡命。則天武后は彼らを受け入
れ、官職を授けて厚遇

706
（神龍 2）

12月、突厥が、霊州・原州・会州を襲撃
12月、中宗が勅書を下し、黙啜の殺害者、捕縛者への官職授与等の褒賞を約束

716
（開元 4）

6月、黙啜がバヤルク遠征の帰途、バヤルクの敗残兵頡質略に襲撃されて殺され、首級は玄宗に献上される
その後、突厥でクーデターが勃発し、ビルゲ（黙啜の甥）が即位。契丹などが突厥から離反し、唐に帰順

720
（開元 8）

契丹で衙官の可突于が反乱を起こす。可突于は唐軍を撃破し、契丹王の李娑固と奚王の李大 を殺害。可突
于は、李鬱于を契丹王に推戴し、玄宗もこれを認めたので、乱は終息

727
（開元15）

9 月、タグラコンロェの率いる吐蕃軍が瓜州（甘粛省）を攻撃
閏 9月、吐蕃が突騎施と連合して安西都護府を襲撃

728
（開元16）

吐蕃王チデツクツェンが、唐の間諜が流した偽情報（タグラコンロェが唐と通謀）を信じ、タグラコンロェ
を誅殺

730
（開元18）

5 月、可突于が再度反乱を起こし、親唐の契丹王李召固を殺害し、突厥に帰順
6月頃、可突于が平盧（営州）を襲撃するが、唐軍はこれを撃退

732
（開元20）

3 月、幽州北山の戦い：
契丹・奚・突厥連合軍 対 唐軍⇒契丹・突厥連合の敗北

733
（開元21）

閏 3月、楡関都山の戦い：
契丹・突厥・渤海連合軍 対 唐軍⇒唐軍の敗北

734
（開元22）

4 月、唐軍が契丹軍を撃破
12月、唐軍が契丹軍を再度撃破。可突于は唐に降伏するが、その後も突厥との連繋を図ったため、唐は李過
折（可突于と兵馬の権を分掌、可突于と不和）に可突于を誅殺させる

755～763 「安史の乱」
787

（貞元 3） 閏 5月、「平涼偽盟」で、唐の使節や将兵が吐蕃軍によって殺害もしくは捕縛される
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報
を
信
じ
、
タ
グ
ラ
コ
ン
ロ
ェ
を
誅
殺
し
た
。

可
突
于
は
、
契
丹
の
衙
官
（
副
官
）
で
、
政
治
・
軍
事
・
外
交
に
お
い
て
才
能

を
発
揮
し
た
が
、
大
変
な
野
心
家
で
あ
り
、
親
唐
の
契
丹
王
を
殺
害
す
る
と
、
突

厥
の
支
援
を
得
て
唐
に
刃
向
い
、
開
元
二
十
一
年
（
七
三
三
）
に
は
突
厥
・
渤
海

と
連
合
し
て
唐
軍
を
撃
破
し
た
。
そ
こ
で
唐
は
、
可
突
于
と
ラ
イ
バ
ル
関
係
に

あ
っ
た
契
丹
人
（
李
過
折
）
に
対
し
て
可
突
于
の
殺
害
を
命
じ
、
こ
れ
を
葬
っ
た
。

唐
に
よ
る
ロ
ン
チ
ン
リ
ン
、
黙
啜
、
タ
グ
ラ
コ
ン
ロ
ェ
、
可
突
于
の
謀
殺
に
つ

い
て
は
、『
旧
唐
書
』『
新
唐
書
』『
資
治
通
鑑
』『
冊
府
元
亀
』
な
ど
の
諸
史
料
に

基
づ
い
て
考
察
し
た
。
な
お
、
ロ
ン
チ
ン
リ
ン
の
謀
殺
に
関
し
て
は
佐
藤
長
氏
の

優
れ
た
研
究
）
3
（

が
あ
り
、
本
稿
で
も
一
部
こ
れ
を
参
考
に
し
た
。

（
1
）
吐
蕃
の
宰
相
ロ
ン
チ
ン
リ
ン
（
論
欽
陵
）
│
唐
が
し
か
け
た
離
間
工
作
│

チ
ベ
ッ
ト
語
の
吐
蕃
年
代
記
に
よ
れ
ば
、
吐
蕃
の
宰
相
ロ
ン
チ
ン
リ
ン
は
、
六

九
八
年
（
聖
暦
元
）、
吐
蕃
王
チ
・
ド
ゥ
ー
ソ
ン
に
よ
っ
て
粛
清
さ
れ
た
が
、
佐

藤
長
氏
は
『
旧
唐
書
』『
新
唐
書
』『
資
治
通
鑑
』
な
ど
の
漢
文
史
料
も
活
用
し
、

唐
に
よ
る
離
間
政
策
が
引
き
金
に
な
っ
て
チ
ン
リ
ン
が
粛
清
さ
れ
た
こ
と
を
指
摘

し
て
い
る
。
本
節
は
、
佐
藤
氏
の
研
究
成
果
を
踏
ま
え
て
、『
旧
唐
書
』『
新
唐

書
』『
資
治
通
鑑
』
な
ど
の
漢
文
史
料
や
チ
ベ
ッ
ト
語
史
料
に
基
づ
き
、
ロ
ン
チ

ン
リ
ン
の
活
躍
と
、
そ
の
歴
史
的
意
義
を
含
め
て
、
チ
ン
リ
ン
が
謀
殺
さ
れ
る
に

至
っ
た
背
景
と
、
そ
の
経
緯
を
見
て
い
き
た
い
と
思
う
。

ロ
ン
チ
ン
リ
ン
は
、
七
世
紀
中
葉
、
吐
蕃
の
宰
相
を
つ
と
め
た
ガ
ル
・
ト
ン

ツ
ェ
ン
（
禄
東
賛
）
の
次
男
で
、
咸
亨
元
年
（
六
七
〇
）
七
月
〜
八
月
の
大
非
川

の
戦
い
、
儀
鳳
三
年
（
六
七
八
）
九
月
の
青
海
付
近
の
戦
い
に
お
い
て
各
々
唐
軍

を
撃
破
し
た
名
将
で
あ
り
）
4
（

、
垂
拱
元
年
（
六
八
五
）、
宰
相
で
あ
っ
た
長
兄
ツ
ェ

ン
ニ
ャ
（
賛
悉
若
）
が
亡
く
な
る
と
、
そ
の
あ
と
を
継
い
で
宰
相
と
な
っ
た
）
5
（

。

吐
蕃
で
は
、
英
主
の
ソ
ン
ツ
ェ
ン
・
ガ
ム
ポ
王
が
死
去
（
貞
観
二
十
三
年
＝
六

四
九
年
）
し
た
後
、
マ
ン
ソ
ン
・
マ
ン
ツ
ェ
ン
（
十
三
歳
で
即
位
）、
チ
・

ド
ゥ
ー
ソ
ン
（
八
歳
で
即
位
）
と
い
っ
た
年
若
い
王
）
6
（

が
相
次
い
だ
た
め
、
宰
相
家

の
ガ
ル
一
族
が
吐
蕃
の
政
治
・
軍
事
・
外
交
を
掌
握
し
、
王
に
代
っ
て
吐
蕃
を
主

導
し
た
。
ガ
ル
一
族
は
積
極
的
な
対
外
拡
張
策
を
推
し
進
め
、
唐
と
の
対
決
も
辞

さ
ず
、
龍
朔
三
年
（
六
六
三
）、
唐
の
傀
儡
国
家
と
化
し
て
い
た
青
海
の
吐
谷
渾

を
攻
め
滅
ぼ
す
と
、
唐
の
支
配
下
に
あ
っ
た
疏
勒
、
于

な
ど
も
襲
撃
し
、
唐
の

西
域
支
配
を
脅
か
し
た
。
そ
の
際
、
ロ
ン
チ
ン
リ
ン
は
先
述
の
よ
う
に
将
軍
と
し

て
吐
蕃
軍
を
指
揮
し
、
大
非
川
の
戦
い
（
六
七
〇
）
と
青
海
付
近
の
戦
い
（
六
七

八
）
で
唐
軍
を
打
ち
破
っ
た
。
吐
蕃
軍
と
の
戦
い
で
唐
軍
が
大
敗
し
た
こ
と
も
要

因
の
一
つ
と
な
っ
て
、
新
羅
や
突
厥
遺
民
の
自
立
活
動
が
促
さ
れ
、
新
羅
は
咸
亨

元
年
（
六
七
一
）
よ
り
唐
へ
の
独
立
戦
争
（
唐
・
新
羅
戦
争
〔
六
七
一
〜
六
七
六

年
〕）
を
開
始
し
、
突
厥
遺
民
は
調
露
元
年
（
六
七
九
）
よ
り
唐
に
叛
旗
を
翻
し
、

永
淳
元
年
（
六
八
二
）
に
国
家
（
突
厥
第
二
可
汗
国
）
を
再
興
し
た
と
考
え
ら
れ

る
）
7
（

。
ロ
ン
チ
ン
リ
ン
は
、
大
唐
帝
国
の
構
築
し
た
世
界
支
配
に
対
し
、
決
定
的
な

打
撃
を
与
え
た
と
も
い
え
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
唐
に
と
っ
て
チ
ン
リ
ン
は
畏
怖
す
べ

き
強
敵
で
あ
り
、
生
か
し
て
は
お
け
な
い
存
在
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

し
か
し
、
吐
蕃
の
青
年
王
チ
・
ド
ゥ
ー
ソ
ン
は
、
長
年
に
わ
た
る
ガ
ル
一
族
の

専
権
に
対
し
、
強
い
不
満
を
抱
い
て
い
た
。
チ
・
ド
ゥ
ー
ソ
ン
は
、
儀
鳳
元
年

（
六
七
六
）
の
即
位
時
に
は
八
歳
の
少
年
に
す
ぎ
ず
、
ガ
ル
一
族
の
支
配
に
従
う

し
か
な
か
っ
た
が
、
六
九
〇
年
代
に
は
成
年
に
達
し
、
親
政
を
渇
望
し
た
。
こ
の

た
め
、
延
載
元
年
（
六
九
四
）、
チ
ン
リ
ン
の
末
弟
グ
ン
ト
ン
（
勃
論
賛
刃
）
が

唐
軍
に
敗
北
し
た
時
、
チ
・
ド
ゥ
ー
ソ
ン
は
、
敗
北
の
責
任
を
負
わ
せ
て
グ
ン
ト

ン
を
処
刑
し
た
）
8
（

（
六
九
五
＝
天
冊
万
歳
元
）。
こ
の
と
き
ロ
ン
チ
ン
リ
ン
は
出
撃
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中
で
あ
り
、
證
聖
元
年
（
六
九
五
＝
天
冊
万
歳
元
）
七
月
、
臨
洮
（
甘
粛
省
）
を

攻
撃
し
て
い
た
（『
新
唐
書
』
巻
二
一
六
吐
蕃
伝
、『
資
治
通
鑑
』
巻
二
〇
五
）。

チ
・
ド
ゥ
ー
ソ
ン
は
チ
ン
リ
ン
の
不
在
も
好
機
と
判
断
し
、
ガ
ル
家
に
攻
撃
を
し

か
け
て
き
た
の
で
あ
っ
た
。

な
お
、
吐
蕃
軍
は
長
寿
元
年
（
六
九
二
）
に
も
王
孝
傑
率
い
る
唐
軍
に
敗
北
し

て
い
た
。
こ
の
と
き
勝
利
し
た
唐
は
、
吐
蕃
の
手
か
ら
安
西
四
鎮
を
奪
還
す
る
と
、

三
万
の
駐
屯
軍
を
配
備
し
て
防
衛
を
強
化
し
、
吐
蕃
の
侵
攻
に
備
え
た
（『
旧
唐

書
』
巻
一
九
八
亀
茲
伝
、『
資
治
通
鑑
』
巻
二
〇
五
）。

ロ
ン
チ
ン
リ
ン
に
と
っ
て
、
唐
に
よ
る
四
鎮
奪
還
（
六
九
二
）
と
吐
蕃
王
に
よ

る
グ
ン
ト
ン
処
刑
（
六
九
五
）
は
痛
烈
な
痛
手
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
り
チ
ン
リ
ン

は
唐
と
吐
蕃
本
国
の
腹
背
に
敵
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
。

こ
う
し
た
悪
状
況
を
一
気
に
打
開
す
る
た
め
に
、
ロ
ン
チ
ン
リ
ン
は
自
ら
出
陣

す
る
と
、
万
歳
通
天
元
年
（
六
九
六
）
三
月
、
素
羅
汗
山
の
戦
い
で
唐
軍
を
撃
破

し
た
。
そ
の
後
、
同
年
九
月
に
涼
州
を
襲
撃
）
9
（

し
、
再
度
唐
に
打
撃
を
与
え
る
と
、

使
者
を
派
遣
し
て
和
睦
を
提
案
し
、「
唐
は
安
西
四
鎮
か
ら
兵
を
引
き
揚
げ
、
十

姓
の
地
（
西
突
厥
の
地
）
を
分
割
せ
よ
」
と
の
条
件
を
則
天
武
后
に
提
示
し
た
。

ロ
ン
チ
ン
リ
ン
の
狙
い
は
、
素
羅
汗
山
の
戦
い
で
獲
得
し
た
勝
利
を
生
か
し
、
有

利
な
条
件
で
唐
と
和
睦
し
、
失
っ
た
安
西
四
鎮
を
取
り
戻
す
こ
と
で
あ
っ
た
。

唐
に
と
っ
て
ロ
ン
チ
ン
リ
ン
の
提
示
す
る
和
睦
の
条
件
は
、
と
う
て
い
受
諾
で

き
る
内
容
で
は
な
か
っ
た
が
、
さ
り
と
て
武
力
に
訴
え
て
チ
ン
リ
ン
の
要
求
を
封

じ
込
め
る
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
。
唐
は
、
チ
ン
リ
ン
相
手
の
戦
い
で
少
な
く
と

も
三
度
大
敗
し
て
お
り
）
10
（

、
戦
闘
で
事
を
決
す
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
か
っ
た
。
更

に
、
唐
で
は
万
歳
通
天
元
年
（
六
九
六
）
五
月
、
東
の
営
州
（
遼
寧
省
）
で
契
丹

の
反
乱
が
勃
発
し
、
唐
の
派
遣
し
た
大
規
模
な
契
丹
討
伐
軍
も
同
年
八
月
、
契
丹

〔表〕唐が謀殺したと思われる周辺国家の要人（ロンチンリン、黙啜、タグラコンロェ、可突于）
名前 ステータス 唐に与えた打撃・脅威など 唐による謀殺方法 史料

ロンチンリン
論欽陵

吐蕃の将軍、
685年より
吐蕃の宰相

西域の覇権を巡って唐と争奪戦を繰り
広げ、少なくとも2度（670年、678年）
吐蕃軍を指揮して唐軍を撃破し、安西
都護府、安西四鎮等を幾度か占領。万
歳通天元年（696）素羅汗山の戦いで
唐軍を撃破後、唐に対し「安西四鎮か
らの撤退と西突厥の地の分割」を要求

唐は吐蕃に対し、青海と、西突厥の五
俟斤部の地の交換を提案。チンリンは
この条件を受諾できず、和睦交渉は頓
挫する。不安定な停戦は吐蕃の内訌を
促し、宰相家ガル一族による長年の専
権を憎んでいた吐蕃王チ＝ドゥーソン
は、チンリンらガル一族を粛清

『旧』97郭元
振伝、196吐
蕃伝、
『新』216吐蕃
伝、
『通』205、
206

黙啜
突厥第二可
汗国の 2代
目可汗

契丹の反乱を鎮圧する過程で勢力拡大。
唐の北辺（霊州・勝州・定州等）、西
方の北庭等を襲撃し、唐に甚大な打撃
を与えた。唐は、和戦両様で黙啜に対
応したが、黙啜の猛攻を挫くことはで
きず

則天武后、中宗、玄宗は代々、黙啜の
殺害者・捕縛者に対し褒賞を約束。開
元 4年（716） 6 月、バヤルクの敗残
兵・頡質略が、遠征帰途の黙啜を襲
撃・殺害し、首級を唐に献上して、玄
宗から抜曳固都督・稽雒郡王・左武徳
大将軍に取り立てられる

『旧』 7 中宗
紀、194突厥
伝、
『新』215突厥
伝、
『通』211、
『冊』986、
992

タグラ
コンロェ
悉諾邏恭禄

吐蕃の将軍

開元15年（727） 9 月、瓜州（甘粛省）
を襲撃。瓜州刺史の田元献を捕え、唐
の軍需品や兵糧をすべて奪い、瓜州城
を破壊して、唐側に甚大な損傷を与え
た

河西節度使の蕭嵩が、反間の工作員を
吐蕃に送り込み「タグラコンロェは唐
と密かに通謀している」との偽情報を
伝えたため、吐蕃王チデツクツェンは
これを信じ、タグラコンロェを誅殺

『旧』『新』吐
蕃伝、
『通』213、
『冊』411

可突于 契丹の衙官
（副官）

開元 8年（720）と開元18年（730）に
親唐の契丹王に叛き、王を殺害。開元
20～21年（732～733）、突厥の援軍を
得て唐と対戦し、開元21年には唐軍を
撃破

開元22年（734） 4 月と12月、唐軍に
敗北したため、偽って唐に降伏したが、
唐に帰順後も突厥との連繋を画策した
ため、唐は李過折（可突于と兵馬の権
を分掌）に対し、可突于の誅殺を命令

『旧』199契丹
伝、
『新』219契丹
伝、
『通』214

※『旧』＝『旧唐書』、『新』＝『新唐書』、『通』＝『資治通鑑』、『冊』＝『冊府元亀』
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史　　　窓

に
大
敗
し
た
）
11
（

（『
旧
唐
書
』
巻
一
九
九
契
丹
伝
、『
新
唐
書
』
巻
二
一
九
契
丹
伝
、

『
資
治
通
鑑
』
巻
二
〇
五
）。
東
方
で
も
敗
北
し
た
唐
に
は
、
西
に
吐
蕃
討
伐
軍
を

繰
り
出
せ
る
だ
け
の
余
裕
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

唐
は
、
ロ
ン
チ
ン
リ
ン
の
提
案
に
対
し
、
即
座
に
決
議
す
る
こ
と
が
で
き
な
っ

た
が
、
和
睦
の
条
件
に
付
い
て
チ
ン
リ
ン
と
会
談
し
た
郭
元
振
は
、
チ
ン
リ
ン
の

弱
点
も
見
抜
い
て
お
り
、
則
天
武
后
に
対
し
、
以
下
の
よ
う
な
進
言
を
行
っ
た
。

『
資
治
通
鑑
』
巻
二
〇
五
万
歳
通
天
元
年
九
月
条
、『
旧
唐
書
』
巻
九
七
郭
元
振
伝
、

『
新
唐
書
』
巻
二
一
六
吐
蕃
伝
な
ど
か
ら
郭
元
振
の
進
言
を
要
約
す
る
と
、
次
の

二
点
に
ま
と
め
ら
れ
る
）
12
（

。
①
唐
は
チ
ン
リ
ン
に
対
し
、「
東
侵
（
＝
中
国
へ
の
入

寇
）
の
意
志
が
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
唐
に
吐
谷
渾
の
諸
部
と
青
海
の
故
地
を
返
還

せ
よ
。
さ
す
れ
ば
、
唐
は
吐
蕃
に
西
突
厥
の
五
俟
斤
部
落
（
五
弩
失
畢
部
＝
碎
葉

〔
ス
イ
ア
ー
ブ
〕
以
西
）
を
返
還
し
よ
う
」
と
、
返
答
す
る
と
よ
い
。
こ
れ
に

よ
っ
て
チ
ン
リ
ン
を
黙
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
、
な
お
か
つ
吐
蕃
と
の
関
係
も
絶
た

ず
に
お
け
る
。
も
し
チ
ン
リ
ン
が
少
し
で
も
背
け
ば
、
罪
は
チ
ン
リ
ン
に
あ
る
こ

と
に
な
ろ
う
。
②
吐
蕃
人
は
長
期
の
戦
争
に
倦
み
疲
れ
て
お
り
）
13
（

、
み
な
和
平
を

願
っ
て
い
る
。
も
し
、
唐
が
毎
年
吐
蕃
に
使
者
を
派
遣
し
て
和
睦
を
呼
び
か
け
て

も
、
チ
ン
リ
ン
が
こ
れ
に
応
じ
な
け
れ
ば
、
吐
蕃
人
は
チ
ン
リ
ン
を
怨
み
、
唐
の

温
情
を
望
む
よ
う
に
な
る
。
吐
蕃
人
同
士
が
猜
疑
し
合
う
よ
う
に
な
れ
ば
、
内
乱

が
勃
発
す
る
可
能
性
も
あ
ろ
う
。

こ
の
郭
元
振
の
進
言
に
、
当
時
の
吐
蕃
の
国
情
や
ロ
ン
チ
ン
リ
ン
の
置
か
れ
た

国
内
外
の
情
勢
な
ど
を
加
味
し
、
以
下
に
補
足
説
明
す
る
。
吐
谷
渾
の
故
地
、
青

海
は
、
吐
蕃
に
と
っ
て
は
軍
事
上
・
経
済
上
の
要
衝
で
あ
っ
た
。
と
り
わ
け
チ
ン

リ
ン
に
と
っ
て
、
青
海
は
父
親
の
ガ
ル
・
ト
ン
ツ
ェ
ン
（
禄
東
賛
）
が
攻
略
・
占

領
し
た
重
要
拠
点
で
あ
る
た
め
、
同
地
へ
の
思
い
入
れ
は
強
く
、「
吐
谷
渾
の
諸

部
と
青
海
の
故
地
の
唐
へ
の
譲
渡
」
は
受
諾
し
が
た
い
条
件
で
あ
っ
た
。
更
に
、

吐
蕃
王
チ
・
ド
ゥ
ー
ソ
ン
が
天
冊
万
歳
元
年
（
六
九
五
）、
チ
ン
リ
ン
の
末
弟
グ

ン
ト
ン
を
処
刑
し
、
ガ
ル
一
族
に
対
す
る
攻
撃
を
開
始
し
て
お
り
、
吐
蕃
国
内
で

の
チ
ン
リ
ン
の
立
場
は
困
難
な
も
の
に
な
っ
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
れ
以
上
、

唐
と
の
戦
争
状
態
が
続
け
ば
、
ガ
ル
一
族
に
対
す
る
吐
蕃
人
の
不
満
は
爆
発
す
る

で
あ
ろ
う
、
と
い
う
の
が
郭
元
振
の
予
測
で
あ
っ
た
。

則
天
武
后
は
、
謀
略
に
よ
っ
て
ロ
ン
チ
ン
リ
ン
を
抹
殺
す
れ
ば
よ
い
、
と
の
郭

元
振
の
提
言
に
賛
同
す
る
と
、
チ
ン
リ
ン
の
提
案
す
る
和
睦
条
件
を
認
め
ず
、
吐

蕃
と
は
不
安
定
な
停
戦
状
態
を
維
持
し
た
）
14
（

。
す
る
と
、
郭
元
振
の
予
測
通
り
、
吐

蕃
で
は
内
訌
が
生
じ
、
六
九
八
年
（
聖
暦
元
）
15
（

）、
チ
・
ド
ゥ
ー
ソ
ン
が
自
ら
軍
を

率
い
て
ロ
ン
チ
ン
リ
ン
を
討
伐
し
た
。
こ
の
た
め
ロ
ン
チ
ン
リ
ン
は
自
殺
し
、
チ

ン
リ
ン
の
親
族
や
党
人
二
千
餘
人
が
殺
害
さ
れ
た
（『
旧
唐
書
』
巻
一
九
六
吐
蕃

伝
、『
資
治
通
鑑
』
巻
二
〇
六
聖
暦
二
年
夏
四
月
条
）。

な
お
、『
資
治
通
鑑
』
巻
二
〇
二
調
露
元
年
（
六
七
九
）
二
月
壬
戌
条
に
よ
れ

ば
、
吐
蕃
王
マ
ン
ソ
ン
・
マ
ン
ツ
ェ
ン
が
死
去
し
、
八
歳
の
息
子
チ
・
ド
ゥ
ー
ソ

ン
が
即
位
し
た
時
、
高
宗
は
将
軍
の
裴
行
倹
に
対
し
、
こ
の
間
隙
に
乗
じ
て
吐
蕃

に
謀
略
を
し
か
け
る
よ
う
命
令
し
た
が
、
裴
行
倹
は
、「
吐
蕃
で
は
ロ
ン
チ
ン
リ

ン
が
政
務
を
執
り
、
大
臣
達
は
結
束
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
謀
略
を
し
か
け
る
べ

き
で
は
あ
り
ま
せ
ん
」
と
言
っ
て
反
対
し
た
。
こ
の
よ
う
に
唐
は
十
年
前
に
も
吐

蕃
へ
の
謀
略
を
画
策
し
た
が
、
吐
蕃
側
の
結
束
が
強
い
の
で
断
念
し
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
王
と
宰
相
の
対
立
が
激
化
し
、
内
訌
の
勃
発
が
現
実
的
に
な
っ
た
た
め
、

唐
は
吐
蕃
へ
の
離
間
策
を
実
行
に
移
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ロ
ン
チ
ン
リ
ン
を
は
じ
め
と
す
る
ガ
ル
一
族
は
、
こ
う
し
て
吐
蕃
王
の
手
に
よ

り
、
ほ
ぼ
粛
清
さ
れ
た
が
、
チ
ン
リ
ン
の
弟
ツ
ェ
ン
ワ
（
賛
婆
）、
チ
ン
リ
ン
の
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息
子
論
弓
仁
は
、
粛
清
を
逃
れ
、
聖
暦
二
年
（
六
九
九
）、
唐
に
亡
命
し
た
）
16
（

。
則

天
武
后
は
亡
命
者
達
を
受
け
入
れ
、
ツ
ェ
ン
ワ
を
特
進
帰
徳
王
に
封
じ
、
弓
仁
に

は
左
玉
鈐
衛
将
軍
・
酒
泉
郡
公
を
授
け
た
（『
資
治
通
鑑
』
巻
二
〇
六
聖
暦
二
年

夏
四
月
条
、『
新
唐
書
』
巻
一
一
〇
論
弓
仁
伝
）。
弓
仁
の
任
地
と
な
る
酒
泉
（
甘

粛
省
）
が
あ
る
河
西
地
方
に
は
、
吐
蕃
が
頻
繁
に
侵
攻
す
る
の
で
、
武
后
は
弓
仁

を
河
西
の
要
衝
に
置
い
て
吐
蕃
へ
の
防
衛
戦
に
活
用
す
る
計
画
だ
っ
た
の
で
あ
ろ

う
。
ツ
ェ
ン
ワ
は
唐
に
亡
命
後
ほ
ど
な
く
死
去
し
た
（『
旧
唐
書
』
吐
蕃
伝
）
が
、

弓
仁
は
、
吐
蕃
で
宰
相
を
「
ロ
ン
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
因
ん
で
「
論
」
を
姓
と
し
、

子
孫
も
論
の
姓
を
名
の
っ
て
代
々
唐
王
朝
に
仕
え
た
。

弓
仁
は
、
そ
の
後
、
玄
宗
に
も
仕
え
、
対
突
厥
戦
な
ど
で
活
躍
し
た
後
、
開
元

十
一
年
（
七
二
三
）
六
十
歳
で
死
去
し
た
）
17
（

。
弓
仁
の
孫
、
論
惟
貞
は
、
安
史
の
乱

の
時
、
李
光
弼
の
指
揮
下
で
決
死
隊
を
率
い
、
史
思
明
軍
を
撃
破
し
た
（『
新
唐

書
』
巻
一
一
〇
論
惟
貞
伝
）。
ま
た
、
論
惟
明
（
弓
仁
の
孫
、
惟
貞
の
弟
）
は
、

建
中
四
年
（
七
八
三
）
十
月
、
朱
泚
の
乱
が
勃
発
す
る
と
、
長
安
か
ら
逃
亡
す
る

徳
宗
に
付
き
従
っ
て
奉
天
（
陝
西
省
乾
県
）
に
赴
き
、
朱
泚
軍
が
奉
天
を
包
囲
し

た
時
に
は
奮
闘
し
（『
旧
唐
書
』
巻
十
二
徳
宗
紀
上
、『
資
治
通
鑑
』
巻
二
二
八
建

中
四
年
十
月
丁
巳
条
）、
貞
元
三
年
（
七
八
七
）、
死
去
し
た
）
18
（

（『
旧
唐
書
』
巻
十

二
徳
宗
紀
上
）。

以
上
の
よ
う
に
唐
は
懐
深
く
ロ
ン
チ
ン
リ
ン
の
親
族
を
受
け
入
れ
て
い
る
が
、

唐
側
の
意
図
は
、
彼
ら
の
能
力
を
吐
蕃
攻
略
に
利
用
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
推
察

さ
れ
る
。
チ
ン
リ
ン
の
弟
や
息
子
な
ら
ば
気
骨
も
あ
り
、
軍
事
的
才
幹
も
抜
き
ん

出
て
い
る
は
ず
で
あ
り
、
唐
の
尖
兵
と
し
て
活
躍
が
期
待
で
き
る
上
に
、
彼
ら
は

吐
蕃
王
を
憎
ん
で
い
る
の
で
、
唐
へ
の
忠
義
心
も
揺
る
ぎ
な
い
と
判
断
し
た
の
で

あ
ろ
う
。
事
実
、
チ
ン
リ
ン
の
子
孫
は
秀
で
た
軍
才
や
忠
誠
心
に
よ
っ
て
唐
王
朝

に
仕
え
、
国
難
の
際
、
唐
の
た
め
に
力
闘
し
た
。

な
お
、
ガ
ル
一
族
粛
清
後
の
長
安
二
年
（
七
〇
二
）、
チ
・
ド
ゥ
ー
ソ
ン
は
自

ら
出
撃
し
て
悉
州
（
四
川
省
）
を
攻
撃
す
る
な
ど
、
政
治
・
軍
事
の
表
舞
台
で
活

躍
す
る
こ
と
を
好
ん
だ
。
吐
蕃
の
南
境
で
諸
族
が
反
乱
を
起
こ
し
た
時
も
、
チ
・

ド
ゥ
ー
ソ
ン
は
自
ら
軍
勢
を
率
い
て
反
乱
分
子
の
討
伐
に
赴
い
た
が
、
長
安
四
年

（
七
〇
四
）、
南
蛮
諸
族
と
の
戦
闘
で
討
ち
死
に
し
た
（『
旧
唐
書
』『
新
唐
書
』
吐

蕃
伝
）。
チ
・
ド
ゥ
ー
ソ
ン
は
、
ガ
ル
一
族
の
手
か
ら
国
政
を
取
り
戻
し
、
名
実

を
伴
っ
た
王
者
と
し
て
吐
蕃
に
力
強
く
君
臨
す
る
心
意
気
だ
っ
た
が
、
蛮
勇
が
災

い
し
、
死
期
を
早
め
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

チ
・
ド
ゥ
ー
ソ
ン
の
遺
児
チ
デ
ツ
ク
ツ
ェ
ン
は
、
ま
だ
七
歳
と
幼
か
っ
た
た
め
、

吐
蕃
は
唐
に
遣
使
し
て
和
を
求
め
、
会
盟
の
締
結
と
公
主
の
降
嫁
を
請
願
し
た

（『
旧
唐
書
』『
新
唐
書
』
吐
蕃
伝
）。
中
宗
は
吐
蕃
側
の
要
請
に
応
じ
、
神
龍
二
年

（
七
〇
六
）、
吐
蕃
と
会
盟
（
神
龍
会
盟
）
19
（

）
を
締
結
し
て
和
睦
し
、
景
龍
四
年
（
七

一
〇
）
正
月
、
金
城
公
主
（
中
宗
の
次
兄
章
懐
太
子
李
賢
の
息
子
・
雍
王
守
礼
の

娘
で
、
中
宗
の
養
女
）
を
降
嫁
さ
せ
、
両
国
の
間
に
一
時
的
に
和
平
が
成
立
し
た

が
、
や
が
て
吐
蕃
は
公
主
の
化
粧
料
（
河
西
九
曲
）
を
前
進
基
地
と
な
し
て
唐
へ

の
侵
攻
を
再
開
し
、
唐
と
の
間
で
、
河
西
・
隴
右
や
西
域
の
支
配
権
を
め
ぐ
っ
て

再
び
激
突
す
る
こ
と
と
な
る
。

（
2
）
突
厥
可
汗
、
黙
啜
│
則
天
武
后
・
中
宗
・
玄
宗
が
設
け
た
懸
賞
制
度
│

開
元
四
年
（
七
一
六
）
六
月
、
バ
ヤ
ル
ク
（
抜
曳
固
、
抜
野
古
）
の
兵
士
、
頡

質
略
が
、
突
厥
可
汗
の
黙
啜
を
殺
害
し
、
そ
の
首
級
を
唐
に
献
上
し
た
（『
旧
唐

書
』
巻
一
九
四
突
厥
伝
、『
新
唐
書
』
巻
二
一
五
突
厥
伝
、『
資
治
通
鑑
』
巻
二
一

一
開
元
四
年
六
月
癸
酉
条
）。
黙
啜
は
、
自
ら
北
方
の
バ
ヤ
ル
ク
に
遠
征
し
、
北

モ
ン
ゴ
リ
ア
の
独
楽
河
（
ト
ラ
河
）
で
大
勝
利
を
収
め
た
が
、
勝
利
に
酔
い
、
警
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戒
心
を
緩
め
、
軽
装
備
で
帰
還
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
敗
残
の
バ
ヤ
ル
ク
兵
、
頡
質

略
が
柳
林
の
中
か
ら
急
襲
し
、
黙
啜
を
斬
殺
し
た
の
で
あ
っ
た
。

黙
啜
の
急
死
に
よ
り
、
そ
れ
ま
で
突
厥
に
服
属
し
て
い
た
バ
ヤ
ル
ク
、
ウ
イ
グ

ル
、
同
羅
、
僕
固
、
契
丹
、
奚
な
ど
の
諸
族
は
突
厥
を
見
限
り
、
唐
に
帰
順
し
た
。

ま
た
、
突
厥
で
は
ク
ー
デ
タ
ー
が
勃
発
し
、
黙
啜
の
甥
キ
ョ
ル
・
テ
ギ
ン
（
闕
特

勤
）
が
、
黙
啜
の
息
子
や
黙
啜
派
の
幹
部
ら
を
殺
害
し
、
兄
の
ビ
ル
ゲ
（

伽
）

を
可
汗
に
擁
立
し
た
。
こ
う
し
た
突
厥
の
混
乱
や
政
情
不
安
を
好
機
と
見
た
唐
は
、

突
厥
の
支
配
下
か
ら
唐
に
寝
返
っ
た
諸
族
も
動
員
し
て
大
規
模
な
北
伐
軍
を
編
成

し
、
突
厥
に
対
す
る
大
攻
勢
を
計
画
す
る
。

突
厥
の
混
乱
の
引
き
金
と
な
っ
た
黙
啜
の
横
死
も
、
唐
が
仕
向
け
た
謀
略
が
契

機
に
な
っ
た
。
実
際
、
則
天
武
后
、
中
宗
、
玄
宗
が
代
々
、
黙
啜
の
捕
縛
者
、
殺

害
者
に
対
し
、
官
職
授
与
な
ど
の
褒
賞
を
約
束
し
て
お
り
、
黙
啜
を
殺
害
し
た
バ

ヤ
ル
ク
族
の
頡
質
略
が
、
唐
に
黙
啜
の
首
を
献
上
し
、
褒
賞
を
獲
得
し
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。
唐
皇
帝
が
黙
啜
の
首
に
懸
賞
を
か
け
た
こ
と
が
、
黙
啜
殺
害
の
一
つ

の
要
因
に
な
っ
た
の
は
確
実
で
あ
ろ
う
。

突
厥
第
二
可
汗
国
の
二
代
目
可
汗
、
黙
啜
（
在
位
は
天
授
二
年
〔
六
九
一
〕
〜

開
元
四
年
〔
七
一
六
〕）
は
、
万
歳
通
天
元
年
（
六
九
六
）
五
月
に
勃
発
し
た
契

丹
の
反
乱
を
鎮
圧
す
る
過
程
で
強
大
化
し
、
唐
を
北
か
ら
圧
迫
し
た
。
黙
啜
は
、

霊
州
（
寧
夏
回
族
自
治
区
）、
勝
州
（
山
西
省
）、
蔚
州
（
河
北
省
）
な
ど
唐
の
北

辺
の
諸
都
市
を
次
々
に
襲
撃
す
る
と
、
更
に
西
方
に
も
遠
征
し
て
北
庭
（
ビ
シ
ュ

バ
リ
ク
）
を
二
年
連
続
で
襲
撃
す
る
な
ど
、
そ
の
攻
勢
は
と
ど
ま
る
と
こ
ろ
を
知

ら
な
か
っ
た
。
黙
啜
の
猛
攻
に
対
し
、
唐
は
武
力
に
よ
る
断
固
た
る
反
撃
を
実
行

す
る
一
方
で
、
官
職
授
与
、
冊
立
、
婚
姻
政
策
な
ど
の
懐
柔
策
も
併
用
し
て
黙
啜

の
鋭
鋒
を
挫
こ
う
と
腐
心
し
た
が
、
唐
が
融
和
政
策
を
試
み
る
と
黙
啜
は
か
え
っ

て
増
長
し
、
和
睦
の
た
め
に
突
厥
を
訪
問
し
た
唐
の
使
者
を
拘
束
す
る
な
ど
の
暴

挙
を
行
っ
た
）
20
（

（『
旧
唐
書
』
巻
一
九
四
突
厥
伝
、『
新
唐
書
』
巻
二
一
五
突
厥
伝
、

『
資
治
通
鑑
』
巻
二
〇
五
、
巻
二
〇
六
）。

こ
の
た
め
唐
は
、
黙
啜
に
対
し
、
あ
ら
ゆ
る
手
段
を
講
じ
て
対
応
す
べ
き
と
の

必
要
性
を
認
識
し
、
則
天
武
后
、
中
宗
、
玄
宗
が
代
々
、
褒
賞
を
約
し
て
黙
啜
の

捕
縛
・
殺
害
を
促
し
た
。

匈
奴
、
突
厥
、
ウ
イ
グ
ル
、
モ
ン
ゴ
ル
な
ど
北
方
の
遊
牧
民
族
政
権
に
お
い
て
、

勇
猛
さ
は
リ
ー
ダ
ー
が
備
え
る
べ
き
重
要
な
資
質
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
、
単
于
や

可
汗
は
果
断
に
陣
頭
で
指
揮
を
と
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
ま
た
、
遊
牧
国
家
に
お

い
て
は
、
政
治
的
に
も
軍
事
的
に
も
リ
ー
ダ
ー
の
才
覚
が
国
家
の
存
亡
に
大
き
な

影
響
を
及
ぼ
し
た
の
で
、
有
能
な
リ
ー
ダ
ー
の
死
が
国
の
衰
退
に
繋
が
る
こ
と
も

少
な
く
な
か
っ
た
。
黙
啜
も
武
勇
を
重
ん
じ
、
自
ら
出
撃
し
て
突
厥
を
隆
盛
へ
と

導
い
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
唐
も
、
出
撃
す
る
機
会
の
多
い
黙
啜
な
ら
ば
、
こ
れ
を

狙
撃
で
き
る
確
率
も
高
い
こ
と
、
黙
啜
の
死
が
突
厥
の
衰
亡
に
繋
が
る
こ
と
な
ど

を
予
測
し
、
懸
賞
を
設
け
て
黙
啜
の
捕
縛
・
殺
害
を
促
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

以
下
に
、
武
后
、
中
宗
、
玄
宗
が
設
け
た
懸
賞
に
つ
い
て
取
り
上
げ
る
。

（
ａ
）
則
天
武
后
の
懸
賞

聖
暦
元
年
（
六
九
八
）、
黙
啜
が
定
州
（
河
北
省
）
を
襲
撃
し
、
刺
史
の
孫
彦

高
を
殺
害
し
、
男
女
を
捕
虜
と
し
、
老
若
を
問
わ
ず
住
民
を
殺
害
す
る
と
、
則
天

武
后
は
激
怒
し
、「
黙
啜
を
斬
っ
た
も
の
は
王
に
取
り
立
て
る
」
と
の
布
令
を
出

し
た
）
21
（

。
黙
啜
が
定
州
を
襲
撃
し
た
時
期
は
聖
暦
元
年
（
六
九
八
）
八
月
で
あ
る
の

で
（『
旧
唐
書
』
巻
六
則
天
皇
后
紀
）、
武
后
が
黙
啜
の
殺
害
者
に
対
し
て
懸
賞
を

約
し
た
の
は
、
聖
暦
元
年
（
六
九
八
）
八
月
以
降
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
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（
ｂ
）
中
宗
の
懸
賞

中
宗
も
、
黙
啜
の
猛
攻
に
苦
慮
し
た
。
神
龍
二
年
（
七
〇
六
）
十
二
月
、
突
厥

軍
が
霊
州
・
原
州
（
以
上
寧
夏
回
族
自
治
区
）・
会
州
（
甘
粛
省
）
を
襲
撃
し
た

た
め
、
中
宗
は
、
同
十
二
月
、
布
令
を
出
す
と
、
黙
啜
の
殺
害
者
・
捕
縛
者
に
対

し
、
王
へ
の
取
り
立
て
、
官
職
の
授
与
、
賞
物
の
下
賜
な
ど
の
褒
賞
を
約
束
し
た
）
22
（

。

中
宗
は
、
翌
年
（
景
龍
元
年
＝
七
〇
七
）
正
月
に
も
、
群
臣
に
対
し
て
突
厥
平

定
策
の
上
奏
を
命
令
し
、
対
突
厥
戦
に
備
え
て
猛
士
を
募
集
し
た
。
ま
た
、
景
龍

二
年
（
七
〇
八
）、
北
辺
に
突
厥
防
衛
の
た
め
の
要
塞
、
三
受
降
城
を
構
築
し
、

突
騎
施
・
キ
ル
ギ
ス
と
反
突
厥
連
合
を
締
結
す
る
な
ど
、
相
次
い
で
突
厥
対
策
を

実
施
し
て
い
る
。
な
お
、
中
宗
は
、
神
龍
二
年
（
七
〇
六
）、
吐
蕃
と
会
盟
（
神

龍
会
盟
）
を
行
っ
た
。
吐
蕃
と
の
和
平
に
よ
り
西
方
戦
線
が
終
息
し
、
北
方
戦
線

へ
の
兵
力
集
中
が
可
能
と
な
っ
た
た
め
、
中
宗
は
、
神
龍
二
年
十
二
月
よ
り
本
格

的
に
突
厥
へ
の
反
撃
を
計
画
し
、
黙
啜
の
殺
害
者
・
捕
縛
者
に
対
し
て
も
褒
賞
を

約
し
、
突
厥
対
策
に
万
全
を
期
し
た
と
考
え
ら
れ
る
）
23
（

。

（
ｃ
）
玄
宗
の
懸
賞
と
黙
啜
の
殺
害
者
に
対
す
る
褒
賞

玄
宗
も
ま
た
、
則
天
武
后
と
中
宗
の
懸
賞
制
度
を
継
承
し
、
黙
啜
の
捕
縛
者
に

褒
賞
を
約
束
し
た
）
24
（

。

黙
啜
は
、
開
元
四
年
（
七
一
六
）
六
月
、
バ
ヤ
ル
ク
遠
征
の
帰
途
、
バ
ヤ
ル
ク

の
敗
残
兵
・
頡
質
略
に
よ
っ
て
急
襲
さ
れ
、
殺
害
さ
れ
た
。
頡
質
略
は
黙
啜
の
首

級
を
携
え
る
と
、
こ
の
と
き
突
厥
に
来
て
い
た
唐
の
大
武
軍
（
山
西
省
代
県
北
）

の
部
将
、
郝
霊
倹
（
郝
霊
佺
・
郝
霊
荃
）
に
帰
順
し
、
黙
啜
の
首
級
を
長
安
に
も

た
ら
し
た
。
そ
の
後
、
黙
啜
の
首
は
、
長
安
の
広
街
で
晒
さ
れ
た
（『
旧
唐
書
』

『
新
唐
書
』
突
厥
伝
、『
資
治
通
鑑
』
巻
二
一
一
）。

玄
宗
は
、
黙
啜
の
殺
害
者
・
頡
質
略
に
対
し
、
褒
賞
と
し
て
抜
曳
固
都
督
・
稽

雒
郡
王
等
の
位
を
授
け
、
開
元
六
年
（
七
一
八
）、
頡
質
略
を
横
野
軍
討
撃
大
使

に
任
命
し
て
北
方
戦
線
に
配
属
し
（『
冊
府
元
亀
』
巻
九
八
六
外
臣
部
征
討
五
、

『
冊
府
元
亀
』
巻
九
九
二
外
臣
部
備
禦
五
）、
北
方
情
勢
に
詳
し
い
頡
質
略
を
突
厥

攻
略
に
活
用
し
た
。
玄
宗
は
ま
た
、
郝
霊
倹
に
も
褒
賞
を
授
け
よ
う
と
し
た
が
、

郝
霊
倹
が
自
分
の
功
を
不
世
出
の
功
績
で
あ
る
と
自
慢
し
た
の
で
、
宰
相
の
宋
璟

は
、
玄
宗
が
武
功
を
好
む
こ
と
や
、
恩
賞
目
当
て
の
者
が
続
出
す
る
こ
と
な
ど
を

危
惧
し
、
郝
霊
倹
へ
の
褒
美
を
抑
え
、
郎
将
の
位
し
か
与
え
な
か
っ
た
。
こ
の
た

め
郝
霊
倹
は
悲
し
み
、
慟
哭
し
て
死
ん
だ
（『
資
治
通
鑑
』
巻
二
一
一
）。

以
上
の
よ
う
に
、
唐
の
歴
代
皇
帝
、
則
天
武
后
、
中
宗
、
玄
宗
が
、
懸
賞
制
度

を
設
け
て
諸
族
に
圧
力
を
か
け
た
こ
と
な
ど
が
、
黙
啜
殺
害
の
契
機
に
な
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。

（
3
）
吐
蕃
の
将
軍
タ
グ
ラ
コ
ン
ロ
ェ
（
悉
諾
邏
恭
禄
）
│
唐
の
流
し
た
偽
情
報
│

唐
は
、
開
元
十
六
年
（
七
二
八
）、
謀
略
を
用
い
、
吐
蕃
の
将
軍
タ
グ
ラ
コ
ン

ロ
ェ
（
悉
諾
邏
恭
禄
）
を
吐
蕃
王
チ
デ
ツ
ク
ツ
ェ
ン
に
誅
殺
さ
せ
た
。
タ
グ
ラ
コ

ン
ロ
ェ
の
謀
殺
に
つ
い
て
は
、『
旧
唐
書
』
巻
一
九
六
吐
蕃
伝
、『
新
唐
書
』
巻
二

一
六
吐
蕃
伝
、『
資
治
通
鑑
』
巻
二
一
三
、『
冊
府
元
亀
』
巻
四
一
一
な
ど
に
見
え

る
）
25
（

。
諸
史
料
を
挙
げ
つ
つ
、
以
下
に
タ
グ
ラ
コ
ン
ロ
ェ
謀
殺
の
状
況
を
見
る
。

タ
グ
ラ
コ
ン
ロ
ェ
は
、
開
元
十
五
年
（
七
二
七
）
九
月
、
瓜
州
（
甘
粛
省
）
を

襲
撃
す
る
と
、
瓜
州
刺
史
の
田
元
献
を
捕
縛
し
、
城
内
に
蓄
え
ら
れ
て
い
た
唐
の

軍
需
品
や
食
糧
な
ど
を
す
べ
て
奪
取
し
た
の
ち
、
瓜
州
城
を
破
壊
し
て
、
唐
に
甚

大
な
損
害
を
与
え
た
。
吐
蕃
軍
は
瓜
州
で
の
勝
利
に
勢
い
づ
き
、
玉
門
軍
と
常
楽

軍
（
と
も
に
甘
粛
省
）
を
襲
撃
し
た
。
こ
の
攻
撃
は
唐
側
に
撃
退
さ
れ
た
が
、
吐

蕃
軍
は
、
同
年
閏
九
月
に
も
突
騎
施
と
連
合
し
て
亀
茲
の
安
西
城
を
包
囲
し
た

（『
旧
唐
書
』『
新
唐
書
』
吐
蕃
伝
、『
資
治
通
鑑
』
巻
二
一
三
開
元
十
五
年
条
）。
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史　　　窓

タ
グ
ラ
コ
ン
ロ
ェ
は
、
こ
の
勝
利
に
よ
っ
て
威
光
と
名
声
を
高
め
、
大
論
（
大

宰
相
）
に
昇
格
し
、
吐
蕃
の
軍
事
と
政
治
を
掌
握
し
た
）
26
（

（『
旧
唐
書
』
吐
蕃
伝
）。

な
お
、
吐
蕃
は
瓜
州
攻
撃
に
あ
た
り
、
突
厥
の
ビ
ル
ゲ
（

伽
）
可
汗
に
書
状

を
送
っ
て
瓜
州
挟
撃
を
提
案
し
た
（『
旧
唐
書
』『
新
唐
書
』
突
厥
伝
、『
資
治
通

鑑
』
巻
二
一
三
）。
ビ
ル
ゲ
が
こ
れ
を
拒
絶
し
た
た
め
、
吐
蕃
と
突
厥
の
連
繋
は

実
現
し
な
か
っ
た
）
27
（

が
、
も
し
瓜
州
攻
撃
に
突
厥
軍
も
参
戦
し
て
い
た
ら
、
唐
の
被

害
は
更
に
拡
大
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
吐
蕃
は
安
西
都
護
府
を
襲
撃
す
る

際
に
は
突
騎
施
と
連
合
し
た
。
タ
グ
ラ
コ
ン
ロ
ェ
は
こ
の
よ
う
に
、
軍
才
に
長
け

て
い
た
だ
け
で
な
く
、
外
交
的
な
手
腕
に
も
秀
で
た
将
軍
で
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
、

唐
は
タ
グ
ラ
コ
ン
ロ
ェ
を
危
険
視
し
た
と
思
わ
れ
る
。

河
西
節
度
使
の
蕭
嵩
は
、
反
間
の
た
め
の
工
作
員
を
吐
蕃
に
放
つ
と
、「
タ
グ

ラ
コ
ン
ロ
ェ
は
密
か
に
唐
と
通
謀
し
て
い
る
」
と
言
わ
せ
た
。
吐
蕃
王
チ
デ
ツ
ク

ツ
ェ
ン
は
、
唐
の
間
諜
が
流
し
た
偽
情
報
を
信
じ
、
タ
グ
ラ
コ
ン
ロ
ェ
を
召
し
寄

せ
る
と
、
こ
れ
を
誅
殺
し
た
（『
旧
唐
書
』『
新
唐
書
』
吐
蕃
伝
、『
資
治
通
鑑
』

巻
二
一
三
開
元
十
五
年
条
、『
冊
府
元
亀
』
巻
四
一
一
将
帥
部
間
諜
・
蕭
嵩
）。

タ
グ
ラ
コ
ン
ロ
ェ
が
誅
殺
さ
れ
た
時
期
は
、
チ
ベ
ッ
ト
語
の
吐
蕃
年
代
記
、
龍

の
年
（
七
二
八
）
の
条
に
よ
れ
ば
、
開
元
十
六
年
（
七
二
八
）
の
冬
で
あ
っ
た
）
28
（

。

ま
た
、『
資
治
通
鑑
』
巻
二
一
三
は
、
タ
グ
ラ
コ
ン
ロ
ェ
の
死
後
、
吐
蕃
の
勢
い

が
衰
え
た
と
記
し
て
い
る
。
実
際
、
吐
蕃
は
、
開
元
十
六
年
〜
開
元
十
七
年
（
七

二
九
）、
河
西
・
隴
右
な
ど
で
相
次
い
で
唐
軍
に
敗
北
し
、
重
要
な
軍
事
拠
点
を

奪
わ
れ
た
た
め
、
開
元
十
八
年
（
七
三
〇
）、
唐
に
遣
使
し
て
和
睦
を
請
願
し
た
）
29
（

（『
旧
唐
書
』『
新
唐
書
』
吐
蕃
伝
）。

以
上
の
よ
う
に
、
唐
は
謀
略
に
よ
り
、
吐
蕃
の
名
将
タ
グ
ラ
コ
ン
ロ
ェ
を
吐
蕃

王
に
殺
さ
せ
、
吐
蕃
軍
の
鋭
鋒
を
挫
い
て
戦
い
を
有
利
に
進
め
る
と
、
遂
に
吐
蕃

を
屈
服
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

（
4
）
契
丹
の
衙
官
（
副
官
）
可
突
于
│
唐
の
暗
殺
指
令
│

契
丹
は
、
唐
と
突
厥
の
狭
間
に
位
置
す
る
要
衝
で
あ
っ
た
た
め
両
国
の
争
奪
の

的
と
な
っ
た
が
、
神
功
元
年
（
六
九
七
）
以
降
は
突
厥
の
支
配
下
に
属
し
た
。
だ

が
、
開
元
四
年
（
七
一
六
）、
可
汗
黙
啜
の
死
を
契
機
に
、
契
丹
は
突
厥
を
見
限

り
、
唐
に
帰
順
し
た
。
契
丹
の
衙
官
・
可
突
于
は
、
優
れ
た
政
治
力
、
軍
才
、
外

交
力
を
有
し
、
契
丹
人
か
ら
の
人
望
も
篤
か
っ
た
の
で
、
玄
宗
も
信
任
し
、
可
突

于
に
突
厥
へ
の
備
え
を
期
待
し
た
。
し
か
し
、
可
突
于
は
野
心
家
で
あ
っ
た
た
め
、

親
唐
の
契
丹
王
と
対
立
し
、
開
元
八
年
（
七
二
〇
）
と
開
元
十
八
年
（
七
三
〇
）、

二
度
も
反
乱
を
起
こ
し
て
契
丹
王
ら
を
弑
殺
す
る
と
、
唐
の
支
配
に
抗
戦
し
た
）
30
（

（『
旧
唐
書
』
巻
一
九
九
契
丹
伝
、『
新
唐
書
』
巻
二
一
九
契
丹
伝
）。

可
突
于
は
、
契
丹
の
帰
属
を
め
ぐ
る
唐
と
突
厥
の
対
立
も
巧
み
に
利
用
し
、
開

元
十
八
年
の
反
乱
の
時
に
は
突
厥
に
帰
順
し
、
ビ
ル
ゲ
可
汗
か
ら
支
援
を
得
て
唐

と
対
戦
し
た
。
可
突
于
は
、
開
元
二
十
年
（
七
三
二
）
三
月
、
幽
州
北
山
の
戦
い

で
、
ビ
ル
ゲ
可
汗
の
援
軍
と
共
に
唐
軍
と
対
戦
し
た
が
敗
北
し
た
。
し
か
し
、
開

元
二
十
一
年
（
七
三
三
）
閏
三
月
の
楡
関
都
山
の
戦
い
で
、
可
突
于
は
、
ビ
ル
ゲ

可
汗
自
身
が
率
い
る
突
厥
軍
、
渤
海
か
ら
の
援
軍
と
も
連
合
し
、
唐
軍
を
大
い
に

打
ち
破
っ
た
。
唐
側
は
、
総
司
令
官
の
郭
英
傑
を
筆
頭
に
、
六
千
餘
と
も
一
万
と

も
い
わ
れ
る
将
兵
が
戦
死
し
た
）
31
（

（『
旧
唐
書
』『
新
唐
書
』
契
丹
伝
、『
資
治
通
鑑
』

巻
二
一
三
）。

敗
北
し
た
唐
は
、
各
個
撃
破
で
契
丹
・
突
厥
・
渤
海
連
合
に
対
応
し
、
ビ
ル
ゲ

可
汗
に
対
し
て
は
公
主
の
降
嫁
を
許
可
し
て
懐
柔
し
、
渤
海
対
策
に
つ
い
て
は
新

羅
に
任
せ
、
新
羅
に
渤
海
討
伐
を
命
令
し
た
）
32
（

。
こ
の
た
め
突
厥
と
渤
海
は
契
丹
の

支
援
を
止
め
、
孤
軍
と
な
っ
た
可
突
于
は
、
開
元
二
十
二
年
（
七
三
四
）
の
四
月
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と
十
二
月
、
単
独
で
唐
の
名
将
張
守
珪
と
対
戦
し
た
。
だ
が
、
二
度
と
も
唐
軍
に

敗
北
し
た
た
め
、
可
突
于
は
抗
戦
を
断
念
し
、
張
守
珪
に
降
伏
し
た
。

張
守
珪
は
、
寛
大
に
可
突
于
の
降
伏
を
認
め
た
が
、
可
突
于
は
、
そ
の
後
も
突

厥
と
の
通
謀
を
画
策
し
た
。
こ
の
た
め
、
張
守
珪
の
管
記
王
悔
は
、
可
突
于
と
共

に
兵
馬
の
権
を
掌
握
し
て
い
た
李
過
折
に
対
し
、
可
突
于
の
殺
害
を
命
じ
た
。
李

過
折
は
可
突
于
と
不
仲
だ
っ
た
の
で
、
王
悔
は
李
過
折
を
利
用
し
、
可
突
于
の
抹

殺
を
図
っ
た
の
で
あ
る
。
李
過
折
は
唐
の
指
令
に
従
い
、
可
突
于
と
彼
の
推
戴
す

る
契
丹
王
屈
烈
、
可
突
于
の
支
持
者
数
十
人
を
襲
撃
し
、
殺
害
し
た
。
可
突
于
の

首
級
は
洛
陽
に
送
ら
れ
、
天
津
橋
で
晒
さ
れ
た
。
玄
宗
は
、
李
過
折
の
功
を
嘉
し
、

北
平
郡
王
に
封
じ
、
特
進
検
校
松
漠
州
都
督
の
官
職
も
授
け
る
と
、
錦
衣
、
銀
器
、

絹
綵
三
千
疋
な
ど
を
褒
美
と
し
て
下
賜
し
た
（『
旧
唐
書
』『
新
唐
書
』
契
丹
伝
、

『
資
治
通
鑑
』
巻
二
一
四
）。

こ
う
し
て
唐
は
、
ラ
イ
バ
ル
関
係
に
あ
っ
た
李
過
折
に
可
突
于
を
誅
殺
さ
せ
た

が
、
李
過
折
も
ま
た
、
可
突
于
の
残
党
泥
禮
に
よ
っ
て
殺
害
さ
れ
た
。
し
か
し
、

玄
宗
は
泥
禮
を
赦
し
、
松
漠
都
督
に
任
命
し
た
（『
旧
唐
書
』『
新
唐
書
』
契
丹

伝
）。
開
元
二
十
三
年
（
七
三
五
）、
突
厥
の
登
利
可
汗
が
契
丹
に
侵
攻
し
た
時
、

玄
宗
は
泥
禮
に
対
し
、
張
守
珪
と
連
繋
し
て
応
戦
す
る
よ
う
命
じ
、
泥
禮
も
唐
軍

の
先
鋒
と
な
っ
て
突
厥
軍
を
撃
破
し
た
）
33
（

。
唐
に
と
っ
て
は
突
厥
軍
の
撃
退
が
重
要

で
あ
っ
た
た
め
、
泥
禮
を
懐
柔
し
て
活
用
し
、
泥
禮
も
唐
へ
の
忠
義
心
を
示
す
た

め
力
戦
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

（
5
）
ま
と
め

以
上
が
、
七
世
紀
末
か
ら
八
世
紀
前
半
（
安
史
の
乱
以
前
）
に
、
唐
が
周
辺
国

家
の
宰
相
、
将
軍
な
ど
に
対
し
て
行
っ
た
謀
略
の
次
第
で
あ
る
）
34
（

が
、
共
通
し
て
見

ら
れ
る
点
は
、
唐
が
、
同
国
人
も
し
く
は
服
属
民
に
謀
殺
を
実
行
さ
せ
て
い
る
と

こ
ろ
で
あ
る
。
こ
う
す
る
こ
と
に
よ
り
、
唐
は
怒
り
や
憎
悪
の
矛
先
を
暗
殺
者
へ

と
逸
ら
す
こ
と
が
可
能
と
な
り
、
暗
殺
者
は
同
国
人
か
ら
憎
悪
さ
れ
て
国
内
で
孤

立
し
、
そ
の
国
が
一
つ
に
ま
と
ま
り
難
く
な
る
と
い
う
効
果
が
期
待
で
き
た
。
唐

に
と
っ
て
は
、
結
束
し
て
対
抗
さ
れ
る
こ
と
が
最
も
厄
介
で
あ
る
の
で
、
周
辺
国

家
、
そ
れ
も
吐
蕃
や
突
厥
な
ど
唐
に
と
っ
て
危
険
な
強
国
に
対
し
て
は
、
疑
心
暗

鬼
を
煽
り
、
内
訌
の
芽
を
燻
ら
せ
て
お
く
こ
と
が
肝
要
で
あ
っ
た
。
唐
に
と
っ
て

の
邪
魔
者
や
危
険
人
物
を
始
末
さ
せ
、
且
つ
内
紛
の
火
種
も
残
す
と
い
う
、
一
石

二
鳥
の
方
法
で
あ
る
。

ま
た
、
唐
は
、
亡
命
者
（
ロ
ン
チ
ン
リ
ン
の
弟
ツ
ェ
ン
ワ
や
息
子
の
論
弓
仁
）

や
暗
殺
の
実
行
者
（
黙
啜
の
殺
害
者
・
頡
質
略
）
を
武
将
と
し
て
採
用
し
、
前
線

に
投
入
し
た
。
論
弓
仁
は
吐
蕃
と
の
戦
い
の
要
衝
と
な
る
河
西
の
酒
泉
に
赴
任
さ

せ
、
頡
質
略
は
北
方
攻
略
に
動
員
し
た
。
彼
ら
の
特
性
を
利
用
し
、
吐
蕃
や
突
厥

の
攻
略
を
有
利
に
進
め
よ
う
と
画
策
し
た
の
で
あ
る
。

二
、
安
史
の
乱
後
、
吐
蕃
が
唐
に
し
か
け
た
外
交
上
の
謀
略

「
平
涼
偽
盟
」

面
白
い
こ
と
に
、
安
史
の
乱
後
に
な
る
と
、
弱
体
化
し
た
唐
の
方
が
逆
に
周
辺

国
家
に
よ
っ
て
謀
略
を
し
か
け
ら
れ
る
と
い
う
ケ
ー
ス
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

そ
の
例
と
し
て
、
吐
蕃
が
し
か
け
た
謀
略
、「
平
涼
偽
盟
」
を
本
章
で
は
取
り
上

げ
る
。

平
涼
偽
盟
は
、
貞
元
三
年
（
七
八
七
）
閏
五
月
、
平
涼
（
甘
粛
省
）
で
開
催
さ

れ
た
唐
・
吐
蕃
会
盟
に
参
加
し
た
唐
側
の
使
節
や
将
兵
が
、
吐
蕃
軍
の
襲
撃
を
受

け
、
殺
害
あ
る
い
は
捕
縛
さ
れ
た
事
件
で
あ
る
）
35
（

。
こ
の
偽
盟
は
、
吐
蕃
の
宰
相
尚

結
賛
（
シ
ャ
ン
ギ
ェ
ル
ツ
ェ
ン
）
が
計
画
し
た
。
第
一
節
で
、
平
涼
偽
盟
に
至
る
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史　　　窓

ま
で
の
唐
・
吐
蕃
関
係
、
唐
の
国
内
外
の
情
勢
な
ど
を
概
観
し
、
第
二
節
で
、
平

涼
偽
盟
を
含
む
吐
蕃
側
の
謀
略
を
見
る
。

（
1
）
平
涼
偽
盟
に
至
る
唐
の
内
憂
（
藩
鎮
の
乱
）
と
二
つ
の
唐
・
吐
蕃
会
盟

（
建
中
会
盟
・
奉
天
盟
書
）

安
史
の
乱
（
七
五
五
〜
七
六
三
年
）
が
終
息
し
た
後
も
、
唐
の
国
内
に
は
反
側

藩
鎮
が
存
在
し
、
唐
の
国
内
に
は
内
乱
の
火
種
が
残
っ
た
。
一
方
、
吐
蕃
は
安
史

の
乱
の
時
、
唐
が
河
西
・
隴
右
の
軍
勢
を
安
禄
山
討
伐
の
た
め
に
東
方
に
移
動
さ

せ
た
隙
を
衝
い
て
同
地
を
軍
事
占
領
し
、
乱
後
も
河
西
・
隴
右
の
実
効
支
配
を
続

行
し
た
。
徳
宗
（
七
七
九
〜
八
〇
五
年
）
は
、
国
内
情
勢
の
安
定
化
を
優
先
し
、

外
患
の
緩
和
を
期
し
て
吐
蕃
と
の
和
睦
を
試
み
た
。
し
か
し
、
徳
宗
が
急
進
的
な

藩
鎮
抑
圧
政
策
を
実
施
し
た
た
め
、
建
中
二
年
（
七
八
一
）、
李
惟
岳
（
成
徳
節

度
使
・
李
宝
臣
の
遺
児
）、
田
悦
（
魏
博
節
度
使
）、
李
正
己
（
平
盧
節
度
使
）、

梁
祟
義
（
山
南
東
道
節
度
使
）
が
連
合
し
て
叛
旗
を
翻
し
た
。
こ
の
反
乱
は
一
旦

は
沈
静
化
に
向
か
っ
た
が
、
建
中
三
年
（
七
八
二
）、
朱
滔
（
盧
龍
節
度
使
）、
王

武
俊
（
成
徳
節
度
使
）、
田
悦
（
魏
博
節
度
使
）、
李
納
（
平
盧
節
度
使
）
が
反
乱

を
起
こ
し
、
各
々
が
王
を
僭
称
し
、
李
希
烈
（
淮
西
節
度
使
）
も
蜂
起
し
た
た
め
、

唐
は
更
に
追
い
詰
め
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
国
内
情
勢
が
不
穏
で
あ
っ
た
の
と
対

照
的
に
、
唐
と
吐
蕃
の
和
睦
交
渉
は
順
調
に
進
ん
だ
。
徳
宗
は
、
内
乱
に
対
応
す

る
た
め
、
吐
蕃
側
の
要
求
す
る
国
境
劃
定
や
敵
国
の
礼
の
適
用
も
承
諾
し
、
建
中

四
年
（
七
八
三
）、
清
水
（
甘
粛
省
）、
長
安
、
ラ
サ
で
各
々
会
盟
（
建
中
会
盟
）

を
行
っ
た
。
こ
の
建
中
会
盟
に
よ
り
、
唐
は
吐
蕃
に
よ
る
河
西
・
隴
右
の
実
効
支

配
を
正
式
に
承
認
し
、
境
界
碑
の
立
石
や
国
境
侵
犯
の
禁
止
な
ど
を
決
定
し
、
大

き
な
譲
歩
に
も
甘
ん
じ
て
吐
蕃
と
の
和
平
を
実
現
さ
せ
た
。

と
こ
ろ
が
、
建
中
四
年
（
七
八
三
）
十
月
、
長
安
で
朱
泚
の
乱
が
勃
発
し
た
た

め
、
徳
宗
は
難
を
避
け
、
奉
天
（
陝
西
省
乾
県
）
に
逃
亡
し
た
。
こ
の
と
き
徳
宗

は
吐
蕃
に
助
力
を
乞
い
、「
奉
天
盟
書
」
を
与
え
、
安
西
四
鎮
・
北
庭
の
割
譲
と

毎
年
絹
一
万
匹
の
下
賜
を
条
件
に
、
吐
蕃
に
援
軍
の
派
遣
と
長
安
の
奪
還
を
請
願

し
た
。
吐
蕃
の
宰
相
尚
結
賛
は
、
徳
宗
の
申
し
出
に
応
じ
て
派
兵
し
、
興
元
元
年

（
七
八
四
）
四
月
、
唐
の
将
軍
渾

と
連
合
し
て
朱
泚
軍
を
撃
破
し
た
。
し
か
し
、

朱
泚
が
吐
蕃
軍
の
参
戦
に
脅
威
を
感
じ
、
尚
結
賛
に
金
帛
（
黄
金
と
絹
）
を
贈
る

と
、
尚
結
賛
は
朱
泚
の
賄
賂
を
受
け
取
っ
て
撤
退
し
た
。

そ
の
後
、
唐
は
独
力
で
長
安
を
奪
還
し
た
が
、
吐
蕃
の
背
信
行
為
に
不
信
感
を

抱
き
、
吐
蕃
の
約
束
不
履
行
を
口
実
と
し
て
、
奉
天
盟
書
の
約
定
の
う
ち
、
安
西

四
鎮
と
北
庭
の
吐
蕃
へ
の
割
譲
を
中
止
し
た
。
す
る
と
尚
結
賛
は
激
怒
し
、
建
中

会
盟
で
決
ま
っ
た
国
境
地
点
を
侵
犯
す
る
と
、
貞
元
二
年
（
七
八
六
）
八
月
、
涇

州
、
寧
州
（
以
上
甘
粛
省
）、
隴
州
、

州
（
以
上
陝
西
省
）
を
大
々
的
に
襲
撃

し
、
九
月
、
十
一
月
、
十
二
月
に
も
、
塩
州
、
夏
州
、
銀
州
、
麟
州
（
以
上
陝
西

省
等
）
な
ど
唐
の
西
北
辺
を
波
状
攻
撃
し
た
）
36
（

。

（
2
）
平
涼
偽
盟
を
含
む
吐
蕃
側
の
謀
略

貞
元
二
年
（
七
八
六
）
八
月
以
降
の
吐
蕃
軍
の
相
次
ぐ
猛
攻
に
対
し
、
唐
で
は

吐
蕃
へ
の
対
応
策
を
め
ぐ
り
、
和
睦
か
、
そ
れ
と
も
対
戦
か
で
意
見
が
割
れ
、
主

戦
派
と
和
平
派
に
わ
か
れ
て
対
立
し
た
。
主
戦
派
は
、
西
北
辺
の
防
衛
を
担
う
前

線
将
軍
（
李
晟
、
韓
遊

）
や
宰
相
の
韓
滉
で
あ
っ
た
。
前
線
将
軍
達
は
対
吐
蕃

戦
を
指
揮
す
る
関
係
か
ら
戦
争
続
行
を
主
張
し
、
韓
滉
は
、
吐
蕃
が
大
食
（
ア
ラ

ブ
）・
ウ
イ
グ
ル
・
南
詔
に
兵
力
を
分
散
し
て
い
る
こ
と
、
河
西
・
隴
右
に
駐
屯

す
る
吐
蕃
軍
は
五
〜
六
万
程
度
で
あ
る
こ
と
な
ど
、
吐
蕃
側
の
実
情
を
分
析
し
た

上
で
、
い
ま
こ
そ
が
吐
蕃
軍
を
撃
退
で
き
る
好
機
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
徳
宗
も

ま
た
、
吐
蕃
と
の
和
睦
に
は
反
対
し
て
い
た
（『
旧
唐
書
』
巻
一
二
九
韓
滉
伝
、
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唐代の外交政策における〝謀略〟とその背景

『
資
治
通
鑑
』
巻
二
三
二
）。

一
方
の
吐
蕃
は
、
こ
の
頃
、
西
方
戦
線
で
大
食
の
軍
勢
と
対
戦
中
で
あ
っ
た
た

め
、
唐
と
の
戦
い
に
兵
力
を
集
中
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
）
37
（

。
そ
の
上
、
吐
蕃

軍
の
陣
地
で
は
羊
馬
が
死
亡
し
、
戦
闘
の
続
行
が
難
し
く
な
っ
た
た
め
、
尚
結
賛

は
謀
略
に
よ
っ
て
唐
に
ダ
メ
ー
ジ
を
与
え
よ
う
と
、
偽
盟
を
計
画
し
た
の
で
あ
る
。

唐
側
が
和
平
派
と
主
戦
派
の
間
で
意
見
対
立
し
て
い
る
こ
と
も
、
尚
結
賛
に
は
謀

略
を
し
か
け
る
好
機
に
映
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

尚
結
賛
は
、
建
中
四
年
（
七
八
三
）
正
月
、
清
水
で
唐
の
張
鎰
と
会
盟
を
行
い
、

朱
泚
の
乱
が
勃
発
し
た
時
に
は
徳
宗
に
対
し
て
援
軍
の
派
遣
を
申
し
出
、
興
元
元

年
（
七
八
四
）
四
月
、
唐
の
将
軍
渾

と
連
合
し
て
朱
泚
軍
を
撃
退
す
る
な
ど
、

唐
と
行
動
を
共
に
す
る
機
会
も
多
く
、
唐
の
内
情
に
通
じ
て
い
た
た
め
、
唐
王
朝

内
部
の
権
力
闘
争
も
察
知
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

尚
結
賛
の
目
的
の
一
つ
は
、
唐
の
三
人
の
将
軍
、
李
晟
、
渾

、
馬
燧
を
失
脚

さ
せ
る
こ
と
で
あ
っ
た
（『
旧
唐
書
』
巻
一
三
三
李
晟
伝
、『
旧
唐
書
』『
新
唐
書
』

吐
蕃
伝
）。
こ
の
三
将
軍
は
、
い
ず
れ
も
唐
の
名
将
で
あ
り
、
吐
蕃
に
と
っ
て
は

脅
威
で
あ
っ
た
が
、
な
か
で
も
尚
結
賛
に
と
っ
て
手
強
か
っ
た
の
は
、
西
北
辺
の

防
衛
を
担
当
す
る
鳳
翔
隴
右
節
度
使
の
李
晟
で
あ
っ
た
。
李
晟
は
頑
強
な
主
戦
論

者
で
あ
り
、
尚
結
賛
も
貞
元
二
年
（
七
八
六
）
九
月
、
李
晟
の
部
下
王
佖
と
の
戦

い
に
敗
北
し
、
捕
虜
に
な
り
か
け
た
。
こ
の
た
め
尚
結
賛
は
李
晟
を
最
も
警
戒
し
、

離
間
策
を
し
か
け
て
李
晟
の
失
脚
を
画
策
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
こ
れ
に
も
失

敗
し
て
い
た
（『
資
治
通
鑑
』
巻
二
三
二
）。

し
か
し
、
李
晟
は
宰
相
の
張
延
賞
や
将
軍
の
馬
燧
と
不
仲
で
あ
っ
た
た
め
、
尚

結
賛
は
彼
ら
の
不
和
を
利
用
し
、
馬
燧
に
賄
賂
を
贈
っ
て
懐
柔
す
る
と
、
貞
元
三

年
（
七
八
七
）
三
月
、
徳
宗
に
対
し
て
吐
蕃
と
和
睦
す
る
よ
う
進
言
さ
せ
た
。
折

〔年表 2〕「平涼偽盟」前後の情勢
年代 出　来　事

建中 2
（781）

李惟岳（成徳節度使李宝臣の遺児）が、田悦（魏博節度使）・李正己（平盧節度使）・梁祟義（山南東道節度
使）と連合して反乱

建中 3
（782）

朱滔（盧龍）、王武俊（成徳）、田悦（盧龍）、李納（平盧）が連合し再度反乱。11月、朱滔、王武俊、田悦、
李納が各々王を自称。淮西節度使の李希烈も蜂起 

建中 4
（783）

正月、唐と吐蕃が清水で会盟【建中会盟：清水会盟】
7月、唐と吐蕃が長安とラサでも会盟【建中会盟：長安での会盟、ラサでの会盟】
10月、長安で「朱泚の乱」が勃発し、徳宗は奉天に逃亡

興元元
（784）

正月、吐蕃の尚結賛が朱泚討伐を請願したため、徳宗は吐蕃に出撃を命令
【783年10月～784年正月、徳宗は吐蕃に「奉天盟書」を与え、援軍の派遣と長安の奪還を要請】
4月、唐の将軍渾 と吐蕃軍が連合し、武功の武亭川で朱泚軍を撃破
5月、吐蕃が朱泚の賄賂を受け取り撤退
5月、唐軍が単独で長安を奪回【朱泚の乱が終息】

貞元 2
（786）

8 月、吐蕃軍が涇州・隴州・ 州・寧州を襲撃
9月、吐蕃軍が好畤を攻撃
11月、吐蕃軍が塩州を占領
12月、吐蕃軍が夏州・銀州・麟州を占領

貞元 3
（787）

3 月、馬燧が吐蕃の論頬熱を伴って入朝し、徳宗に吐蕃との会盟を進言
3月、徳宗が李晟から兵権を剥奪
3月～ 4月、唐と尚結賛が会盟のための事前交渉を行う
閏 5月、平涼で唐と吐蕃が会盟【平涼偽盟】
6月、徳宗が馬燧から兵権を剥奪
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し
も
、
唐
で
は
、
貞
元
三
年
（
七
八
七
）
二
月
に
、
李
晟
を
支
持
す
る
宰
相
韓
滉

が
病
死
し
、
李
晟
と
対
立
す
る
宰
相
張
延
賞
の
発
言
力
が
強
ま
っ
た
（『
旧
唐
書
』

巻
一
二
九
韓
滉
伝
、
張
延
賞
伝
、『
資
治
通
鑑
』
巻
二
三
二
）。
張
延
賞
は
、
李
晟

と
対
立
す
る
関
係
か
ら
も
吐
蕃
と
の
和
睦
を
主
張
し
た
。
こ
う
し
て
和
平
論
者
の

勢
い
が
増
す
な
か
、
馬
燧
が
吐
蕃
の
使
者
論
頬
熱
を
伴
っ
て
入
朝
し
、
和
睦
を
進

言
し
た
。
こ
の
た
め
、
当
初
は
吐
蕃
と
の
和
睦
に
反
対
し
て
い
た
徳
宗
も
、
心
動

か
さ
れ
、
吐
蕃
と
の
会
盟
を
決
断
し
た
。
そ
の
後
、
徳
宗
は
張
延
賞
の
進
言
も
採

用
し
、
吐
蕃
と
の
和
睦
の
妨
げ
に
な
る
と
の
理
由
で
、
李
晟
か
ら
兵
馬
の
権
を
剥

奪
し
た
（『
資
治
通
鑑
』
巻
二
三
二
）。
か
く
し
て
、
尚
結
賛
は
唐
側
の
内
訌
も
巧

み
に
利
用
し
、
徳
宗
に
吐
蕃
と
の
会
盟
を
承
知
さ
せ
、
李
晟
か
ら
兵
権
を
剥
奪
す

る
こ
と
に
も
成
功
し
た
の
で
あ
る
。

尚
結
賛
は
、
貞
元
三
年
（
七
八
七
）
三
月
〜
四
月
、
唐
の
使
者
と
会
談
し
、
会

盟
の
日
程
や
場
所
に
つ
い
て
相
談
し
た
が
、
そ
の
際
、
吐
蕃
軍
が
占
領
し
て
い
る

塩
州
と
夏
州
を
唐
に
返
還
す
る
こ
と
を
申
し
出
、
唐
側
の
警
戒
心
を
解
く
こ
と
に

つ
と
め
た
。
ま
た
、
尚
結
賛
は
、
将
軍
の
渾

を
会
盟
に
参
加
さ
せ
る
よ
う
要
請

し
た
。
渾

は
、
尚
結
賛
が
排
斥
を
目
論
む
唐
の
三
将
軍
の
一
人
で
あ
っ
た
の
で
、

会
盟
に
誘
き
出
し
、
渾

の
捕
縛
を
画
策
し
た
の
で
あ
る
。
徳
宗
が
尚
結
賛
の
請

願
を
許
し
た
た
め
、
渾

が
盟
会
使
に
任
命
さ
れ
、
吐
蕃
と
の
会
盟
に
出
席
す
る

こ
と
が
決
ま
っ
た
。
す
る
と
、
尚
結
賛
は
霊
州
節
度
使
の
杜
希
全
と
涇
原
節
度
使

の
李
観
も
会
盟
に
参
加
さ
せ
る
よ
う
要
求
し
た
が
、
徳
宗
は
、
こ
れ
に
つ
い
て
は

許
可
し
な
か
っ
た
。
杜
希
全
と
李
観
は
西
北
辺
の
防
衛
を
担
当
し
て
い
た
の
で
、

尚
結
賛
は
両
人
も
会
盟
の
場
で
捕
縛
し
、
指
揮
官
が
不
在
と
な
っ
た
霊
州
と
涇
原

を
各
々
占
領
し
、
更
に
長
安
に
も
攻
め
の
ぼ
っ
て
、
再
度
、
唐
の
都
を
占
領
す
る

計
画
ま
で
立
て
て
い
た
の
で
あ
る
（『
旧
唐
書
』
巻
一
三
四
渾

伝
、『
旧
唐
書
』

『
新
唐
書
』
吐
蕃
伝
）。

一
方
、
唐
の
将
軍
の
中
に
は
、
吐
蕃
と
の
会
盟
が
決
定
後
も
、
依
然
と
し
て
会

盟
を
吐
蕃
側
の
謀
略
で
は
な
い
か
と
疑
う
も
の
も
い
た
）
38
（

。
特
に
李
晟
は
吐
蕃
側
の

謀
略
を
懸
念
し
、
盟
会
使
の
渾

に
対
し
て
、
会
盟
の
場
で
は
備
え
を
厳
重
に
す

る
よ
う
忠
告
し
た
。
だ
が
、
張
延
賞
が
李
晟
の
助
言
は
和
睦
の
妨
げ
と
な
る
恐
れ

が
あ
る
と
徳
宗
に
告
げ
た
た
め
、
徳
宗
は
渾

に
対
し
、「
吐
蕃
に
対
し
て
は
誠

実
に
対
応
せ
よ
。
猜
疑
心
を
抱
い
て
吐
蕃
の
感
情
を
損
な
っ
て
は
な
ら
な
い
」
と

言
っ
て
戒
め
た
。
こ
の
た
め
渾

は
徳
宗
の
命
令
に
従
っ
て
吐
蕃
の
謀
略
を
疑
わ

ず
、
華
州
節
度
使
の
駱
元
光
が
、「
吐
蕃
の
情
勢
に
は
偽
り
が
多
い
の
で
、
将
軍

に
同
行
し
、
陣
地
を
築
い
て
危
急
に
備
え
た
い
」
と
申
し
出
た
時
に
も
、
徳
宗
の

詔
を
理
由
に
こ
れ
を
断
っ
た
（『
旧
唐
書
』
吐
蕃
伝
、『
資
治
通
鑑
』
巻
二
三
二
）。

渾

は
、
会
盟
の
場
に
軍
隊
を
伴
え
ば
吐
蕃
人
に
不
信
感
を
抱
か
せ
る
こ
と
に
な

る
と
懸
念
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
渾

が
徳
宗
の
命
令
に
従
い
、
吐
蕃
へ

の
疑
心
を
捨
て
て
会
盟
に
臨
ん
だ
こ
と
が
か
え
っ
て
仇
と
な
り
、
渾

ら
唐
の
使

節
団
は
平
涼
で
吐
蕃
軍
に
襲
撃
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
）
39
（

。

貞
元
三
年
（
七
八
七
）
閏
五
月
、
平
涼
偽
盟
の
時
、
武
将
の
渾

は
い
ち
早
く

異
変
を
察
し
、
馬
に
乗
っ
て
単
身
逃
走
す
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
そ
の
他
の
唐
の

使
節
六
十
餘
名
は
吐
蕃
軍
の
捕
虜
と
な
り
、
四
〜
五
百
人
の
将
兵
や
人
夫
が
殺
害

さ
れ
、
千
餘
人
が
捕
縛
さ
れ
た
）
40
（

（『
旧
唐
書
』『
新
唐
書
』
吐
蕃
伝
）。
こ
の
よ
う

に
し
て
、
会
盟
の
名
を
借
り
た
吐
蕃
軍
の
奇
襲
攻
撃
は
成
功
を
収
め
た
の
で
あ
っ

た
。尚

結
賛
は
、
当
初
の
計
画
で
は
渾

を
捕
え
、
金
の
鎖
で
縛
っ
て
吐
蕃
王
に
献

上
す
る
心
づ
も
り
で
あ
っ
た
め
、
渾

を
取
り
逃
が
し
た
こ
と
を
悔
や
ん
だ
。
だ

が
、
尚
結
賛
は
抜
け
目
な
く
、
平
涼
偽
盟
の
時
に
生
け
捕
り
に
し
た
唐
の
使
節
達
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を
利
用
し
て
馬
燧
の
失
脚
を
画
策
し
た
。
即
ち
、
尚
結
賛
は
、
捕
虜
に
し
た
馬
弇

（
馬
燧
の
甥
）、
馬
寧
（
渾

の
部
下
）、
倶
文
珍
（
宦
官
）
を
引
見
す
る
と
、
吐

蕃
軍
が
鳴
沙
に
駐
屯
し
て
い
る
と
き
、
馬
燧
が
攻
撃
を
し
て
来
な
か
っ
た
の
で
全

滅
せ
ず
に
す
ん
だ
こ
と
、
馬
燧
の
支
援
に
よ
っ
て
徳
宗
に
和
睦
を
請
願
で
き
た
こ

と
、
い
ま
吐
蕃
の
全
軍
が
無
事
に
帰
国
で
き
る
の
は
馬
燧
の
お
陰
で
あ
る
こ
と
な

ど
を
意
図
的
に
告
げ
た
後
、
釈
放
し
た
の
で
あ
る
。
馬
弇
ら
三
名
が
長
安
に
帰
還

後
、
尚
結
賛
の
言
葉
を
徳
宗
に
伝
え
た
た
め
、
徳
宗
は
馬
燧
を
憎
み
、
偽
盟
で
の

失
態
の
責
任
を
負
わ
せ
る
と
、
貞
元
三
年
（
七
八
七
）
六
月
、
馬
燧
か
ら
兵
権
を

剥
奪
し
た
（『
旧
唐
書
』
巻
一
三
四
馬
燧
伝
、『
資
治
通
鑑
』
巻
二
三
二
）。

（
3
）
ま
と
め

こ
の
よ
う
に
、
尚
結
賛
は
、
ほ
ぼ
計
画
通
り
に
警
戒
す
る
唐
の
三
将
軍
の
う
ち

李
晟
と
馬
燧
を
失
脚
さ
せ
た
が
、
そ
の
際
、
唐
側
の
不
協
和
音
も
巧
妙
に
利
用
し
、

賄
賂
で
和
平
派
を
懐
柔
し
て
謀
略
を
成
功
さ
せ
た
。
こ
れ
も
、
安
史
の
乱
後
の
唐

の
弱
体
化
を
如
実
に
反
映
し
た
事
象
の
一
つ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

国
家
が
逼
迫
し
た
状
況
下
に
お
い
て
は
、
和
平
派
と
主
戦
派
の
対
立
は
非
常
に

シ
ビ
ア
に
な
る
。
安
史
の
乱
以
前
の
唐
に
と
っ
て
は
、
和
平
か
戦
争
か
と
い
う
問

題
は
、
極
論
す
れ
ば
単
な
る
選
択
の
問
題
で
あ
り
、
い
わ
ば
外
交
の
オ
プ
シ
ョ
ン

の
一
つ
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
安
史
の
乱
後
、
国
内
に
反
側
藩
鎮
が
跋
扈

し
、
国
外
に
は
吐
蕃
・
ウ
イ
グ
ル
の
強
国
が
ひ
か
え
る
危
機
的
情
勢
の
も
と
で
は
、

吐
蕃
と
和
睦
す
る
か
、
そ
れ
と
も
戦
う
か
と
い
う
問
題
は
、
唐
に
と
っ
て
は
生
き

残
り
を
か
け
た
国
家
の
最
重
要
課
題
の
一
つ
と
な
り
、
和
平
派
と
主
戦
派
の
対
立

は
、
よ
り
鋭
く
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
付
け
入
る
隙
が
生

じ
、
吐
蕃
に
介
在
す
る
余
地
を
与
え
た
の
で
あ
る
。

お

わ

り

に

以
上
、
本
稿
で
見
た
よ
う
に
、
安
史
の
乱
以
前
、
謀
略
は
唐
か
ら
周
辺
国
家
に

対
し
て
一
方
向
的
に
行
わ
れ
た
が
、
安
史
の
乱
後
、
唐
が
弱
体
化
す
る
と
立
場
は

逆
転
し
、
唐
の
方
が
周
辺
国
家
か
ら
謀
略
を
し
か
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

安
史
の
乱
以
前
の
唐
は
、
勢
力
を
張
っ
て
四
囲
に
君
臨
し
、
吐
蕃
や
突
厥
な
ど

の
手
強
い
周
辺
国
家
に
対
し
て
も
、
軍
事
的
圧
力
に
加
え
、
外
交
戦
略
の
一
環
と

し
て
謀
略
に
よ
り
敵
国
の
指
導
者
層
の
対
立
を
促
し
、
吐
蕃
の
宰
相
・
将
軍
や
突

厥
の
可
汗
ら
を
抹
殺
し
て
い
っ
た
。
外
交
戦
略
に
よ
っ
て
敵
国
の
内
紛
を
煽
る
と

い
う
構
図
は
、
例
え
ば
、
前
漢
の
武
帝
以
降
の
対
匈
奴
戦
略
に
も
見
ら
れ
る
。
前

漢
は
、
匈
奴
の
兄
弟
争
い
に
干
渉
し
、
匈
奴
を
分
裂
さ
せ
て
勢
力
を
削
い
だ
。
戦

争
と
い
う
危
険
な
方
法
を
取
る
こ
と
な
く
、
謀
略
に
よ
っ
て
敵
国
の
内
訌
を
助
長

し
、
か
つ
て
強
大
だ
っ
た
匈
奴
を
弱
体
化
さ
せ
た
。

し
か
し
、
安
史
の
乱
以
後
、
唐
は
内
憂
外
患
に
苦
慮
す
る
よ
う
に
な
り
、
対
外

政
策
を
め
ぐ
っ
て
和
平
派
と
主
戦
派
が
鋭
く
対
立
し
、
吐
蕃
に
干
渉
す
る
隙
を
与

え
て
し
ま
う
。
和
平
派
と
主
戦
派
の
反
目
に
、
外
敵
が
水
面
下
で
関
与
す
る
と
い

う
構
図
は
、
国
家
の
危
機
的
状
況
に
お
い
て
、
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
現
象
で
あ
る
。

例
え
ば
、
南
宋
初
期
の
、
和
平
派
の
秦
檜
と
主
戦
派
の
岳
飛
の
対
立
、
及
び
、
そ

の
前
後
の
金
の
暗
躍
な
ど
も
そ
う
で
あ
る
。
最
初
は
抗
金
派
だ
っ
た
秦
檜
は
、
金

に
拘
束
さ
れ
た
の
ち
懐
柔
さ
れ
、
和
平
論
者
と
し
て
南
宋
に
送
り
込
ま
れ
、
名
将

岳
飛
を
抹
殺
し
た
。
金
は
、
軍
事
的
な
攻
勢
の
か
た
わ
ら
、
混
乱
す
る
南
宋
の
政

局
に
裏
か
ら
介
入
し
、
結
果
的
に
は
謀
略
に
よ
っ
て
南
宋
の
主
戦
派
を
無
力
化
し

た
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。

本
稿
で
扱
っ
た
「
謀
略
」
は
、
こ
れ
ま
で
、
そ
の
性
格
上
、
学
術
的
な
研
究
は
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あ
ま
り
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
題
材
で
あ
る
が
、
厳
然
た
る
事
実
と
し
て
、
世
界

史
上
多
く
用
い
ら
れ
、
と
き
に
は
歴
史
を
大
き
く
変
え
た
こ
と
も
あ
る
。
ま
た
、

そ
の
歴
史
的
背
景
は
、
各
国
の
政
情
や
軍
事
な
ど
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
お
り
、

歪
ん
だ
外
交
の
一
形
態
と
し
て
の
謀
略
も
含
め
た
多
様
な
外
交
関
係
の
解
明
は
、

歴
史
研
究
と
し
て
も
興
味
深
い
テ
ー
マ
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

註（
1
）　

菅
沼
愛
語
・
菅
沼
秀
夫
「
七
世
紀
後
半
の
「
唐
・
吐
蕃
戦
争
」
と
東
部
ユ
ー

ラ
シ
ア
諸
国
の
自
立
へ
の
動
き
│
新
羅
の
朝
鮮
半
島
統
一
・
突
厥
の
復
興
・
契

丹
の
反
乱
・
渤
海
の
建
国
と
の
関
連
性
」（『
史
窓
』
第
六
六
号
、
二
〇
〇
九

年
）、
拙
著
『
7
世
紀
後
半
か
ら
8
世
紀
の
東
部
ユ
ー
ラ
シ
ア
の
国
際
情
勢
と

そ
の
推
移
│
唐
・
吐
蕃
・
突
厥
の
外
交
関
係
を
中
心
に
』（
渓
水
社
、
二
〇
一

三
年
）
第
1
章
「
7
世
紀
後
半
の
東
部
ユ
ー
ラ
シ
ア
諸
国
の
自
立
へ
の
動
き
」

を
参
照
。

（
2
）　

拙
著
註
（
1
）
前
掲
書
第
2
章
「
8
世
紀
前
半
の
東
部
ユ
ー
ラ
シ
ア
の
国
際

情
勢
」、
拙
稿
「
八
世
紀
前
半
の
唐
・
突
厥
・
吐
蕃
を
中
心
と
す
る
国
際
情
勢

│
多
様
な
外
交
関
係
の
形
成
と
そ
の
展
開
」（『
史
窓
』
第
六
七
号
、
二
〇
一
〇

年
）
を
参
照
。

（
3
）　

佐
藤
長
『
古
代
チ
ベ
ッ
ト
史
研
究
』
上
巻
（
東
洋
史
研
究
会
、
一
九
五
八

年
）。

（
4
）　

拙
稿
註
（
1
）
前
掲
論
文
、
拙
著
註
（
1
）
前
掲
書
第
1
章
を
参
照
。

（
5
）　

佐
藤
註
（
3
）
前
掲
書
、
森
安
孝
夫
「
吐
蕃
の
中
央
ア
ジ
ア
進
出
」（『
金
沢

大
学
文
学
部
論
集
・
史
学
科
篇
』
第
四
号
、
一
九
八
四
年
）
を
参
照
。

（
6
）　

マ
ン
ソ
ン
・
マ
ン
ツ
ェ
ン
の
即
位
時
の
年
齢
に
つ
い
て
は
、
佐
藤
註
（
3
）

前
掲
書
二
一
〇
頁
参
照
。
チ
・
ド
ゥ
ー
ソ
ン
は
、『
資
治
通
鑑
』
巻
二
〇
二
に

よ
れ
ば
、
即
位
時
八
歳
で
あ
っ
た
。
佐
藤
註
（
3
）
前
掲
書
三
三
五
頁
、
三
八

二
頁
註
三
三
参
照
。

（
7
）　

拙
稿
註
（
1
）
前
掲
論
文
、
拙
著
註
（
1
）
前
掲
書
第
1
章
参
照
。

（
8
）　

グ
ン
ト
ン
の
処
刑
に
つ
い
て
は
佐
藤
註
（
3
）
前
掲
書
三
五
八
〜
三
五
九
頁

を
参
照
。

（
9
）　
『
資
治
通
鑑
』
巻
二
〇
五
、『
旧
唐
書
』
巻
五
九
許
欽
明
伝
な
ど
は
、
涼
州
の

襲
撃
者
を
突
厥
と
記
す
。
王
小
甫
氏
（『
唐
吐
蕃
大
食
政
治
関
係
史
』
北
京
大

学
出
版
社
、
一
九
九
二
年
、
一
三
二
頁
）
は
、
吐
蕃
と
突
厥
が
連
合
し
て
涼
州

を
襲
撃
し
た
と
考
察
し
て
い
る
。

（
10
）　

七
世
紀
後
半
、
唐
は
吐
蕃
と
の
戦
い
で
四
度
大
敗
し
た
。
そ
の
う
ち
三
つ
の

戦
い
（
大
非
川
の
戦
い
〔
六
七
〇
年
〕、
青
海
付
近
の
戦
い
〔
六
七
八
年
〕、
素

羅
汗
山
の
戦
い
〔
六
九
六
年
〕）
で
、
吐
蕃
軍
を
指
揮
し
た
の
が
ロ
ン
チ
ン
リ

ン
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
寅
識
迦
河
の
戦
い
（
六
八
九
年
）
の
時

の
吐
蕃
軍
の
指
揮
官
の
名
は
史
書
に
明
記
さ
れ
て
い
な
い
。
拙
稿
註
（
1
）
前

掲
論
文
、
拙
著
註
（
1
）
前
掲
書
第
1
章
を
参
照
。

（
11
）　

素
羅
汗
山
の
戦
い
で
唐
軍
が
大
敗
し
た
こ
と
も
、
契
丹
の
反
乱
の
契
機
に

な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
拙
稿
註
（
1
）
前
掲
論
文
、
拙
著
註
（
1
）
前
掲
書

第
1
章
を
参
照
。

（
12
）　

佐
藤
註
（
3
）
前
掲
書
三
六
三
〜
三
六
五
頁
。

（
13
）　

長
寿
元
年
（
六
九
二
）
の
二
月
と
六
月
、
吐
蕃
か
ら
唐
へ
の
亡
命
者
（
吐
蕃

の
酋
長

捶
・
党
項
・
生
羌
）
が
相
次
い
で
到
来
し
て
お
り
（『
資
治
通
鑑
』

巻
二
〇
五
）、
こ
う
し
た
亡
命
者
達
か
ら
も
、
唐
は
吐
蕃
の
国
情
に
関
す
る
情

報
を
得
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
長
年
に
わ
た
る
戦
争
に
対
す
る
疲
弊
や
嫌
悪
、

ガ
ル
家
と
の
確
執
な
ど
が
、
彼
ら
が
唐
に
亡
命
し
た
理
由
で
あ
ろ
う
。

（
14
）　

佐
藤
註
（
3
）
前
掲
書
三
六
四
頁
参
照
。

（
15
）　

佐
藤
長
氏
（
佐
藤
註
（
3
）
前
掲
書
三
六
五
頁
）
は
、
チ
ベ
ッ
ト
語
の
吐
蕃

年
代
記
「
犬
の
年
（
六
九
八
年
）
の
条
」
に
ガ
ル
家
が
処
罰
さ
れ
た
こ
と
、
年

代
記
の
「
豚
の
年
（
六
九
九
年
）
の
条
」
に
ガ
ル
家
の
財
産
が
没
収
さ
れ
た
こ

と
が
各
々
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
ガ
ル
一
族
の
粛
清
の
時
期
を
六
九
八
年

（
犬
の
年
、
聖
暦
元
）
と
考
証
し
て
い
る
。
本
稿
も
佐
藤
氏
の
考
察
に
従
う
。

（
16
）　

洛
陽
で
出
土
し
た
禄
賛
薩
邏
の
墓
誌
銘
に
よ
れ
ば
、
ロ
ン
チ
ン
リ
ン
の
息
子
、

禄
賛
薩
邏
が
、
チ
・
ド
ゥ
ー
ソ
ン
に
よ
る
ガ
ル
一
族
の
粛
清
（
聖
暦
元
＝
六
九

八
）
以
前
の
垂
拱
年
間
の
初
め
（
六
八
五
年
）
頃
、
吐
蕃
で
の
政
争
が
原
因
で

唐
に
亡
命
し
て
い
る
。
禄
賛
薩
邏
は
唐
王
朝
に
仕
え
た
後
、
垂
拱
四
年
（
六
八

八
）、
三
十
三
歳
で
死
去
し
て
い
る
。『
隋
唐
五
代
墓
誌
滙
編
』
洛
陽
巻
第
六
冊

（
天
津
古
籍
出
版
社
、
一
九
九
一
年
）、
李
宗
俊
「
唐
禄
賛
薩
邏
墓
志
考
釈
」



49

唐代の外交政策における〝謀略〟とその背景

（『
民
族
研
究
』
二
〇
一
〇
年
第
三
期
）。

（
17
）　

論
弓
仁
の
没
年
と
享
年
に
つ
い
て
は
、『
張
燕
公
集
』
巻
十
九
「
撥
川
郡
王

碑
奉
勅
撰
」
で
、
開
元
十
一
年
に
六
十
歳
で
死
去
し
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。

『
新
唐
書
』
論
弓
仁
伝
で
は
、
六
十
六
歳
で
死
去
し
た
と
記
す
。

（
18
）　

唐
で
活
躍
し
た
論
弓
仁
の
子
孫
に
つ
い
て
は
、
佐
藤
註
（
3
）
前
掲
書
三
七

一
〜
三
七
二
頁
、
才
譲
『
吐
蕃
史
稿
』（
甘
粛
人
民
出
版
社
、
二
〇
〇
七
年
）

一
〇
一
〜
一
〇
五
頁
も
参
照
。

（
19
）　

拙
著
註
（
1
）
前
掲
書
第
3
章
「
安
史
の
乱
以
前
の
2
つ
の
唐
・
吐
蕃
会

盟
」、
拙
稿
「
唐
・
吐
蕃
会
盟
の
歴
史
的
背
景
と
そ
の
意
義
│
安
史
の
乱
以
前

の
二
度
の
会
盟
を
中
心
に
」（『
日
本
西
蔵
学
会
々
報
』
第
五
六
号
、
二
〇
一
〇

年
）
参
照
。

（
20
）　

黙
啜
に
つ
い
て
は
、
護
雅
夫
「
突
厥
と
隋
・
唐
両
王
朝
」（『
古
代
ト
ル
コ
民

族
史
研
究
Ⅰ
』
山
川
出
版
社
、
一
九
六
七
年
）、
護
雅
夫
『
古
代
遊
牧
帝
国
』

（
中
央
公
論
社
、
一
九
七
六
年
）、
内
藤
み
ど
り
「
突
厥
カ
プ
ガ
ン
可
汗
の
北
庭

攻
撃
」（『
東
洋
学
報
』
第
七
六
巻
第
三
・
四
合
併
号
、
一
九
九
五
年
）、
金
子

修
一
「
則
天
武
后
治
政
下
の
国
際
関
係
に
関
す
る
覚
書
」（『
唐
代
史
研
究
』
第

六
号
、
二
〇
〇
三
年
）
を
参
照
。
な
お
最
近
、
斎
藤
茂
雄
氏
は
チ
ベ
ッ
ト
語
史

料
も
活
用
し
、
黙
啜
死
後
の
突
厥
の
内
訌
を
論
考
し
て
い
る
。
斎
藤
「
突
厥
第

二
可
汗
国
の
内
部
対
立
│
古
チ
ベ
ッ
ト
語
文
書
（p. t. 1283
）
に
み
え
る
ブ
グ

チ
ョ
ル
（
’Bug-

hor

）
を
手
が
か
り
に
」（『
史
学
雑
誌
』
一
二
二
編
九
号
、

二
〇
一
三
年
）。

（
21
）　
『
旧
唐
書
』
巻
一
九
四
突
厥
伝
に
「（
黙
啜
）
俄
進
攻
定
州
、
殺
刺
史
孫
彦
高
、

焚
焼
百
姓
廬
舎
、
虜
掠
男
女
、
無
少
長
皆
殺
之
。
則
天
大
怒
、
購
斬
黙
啜
者
封

王
、
改
黙
啜
号
為
斬
啜
。」
と
あ
る
。

（
22
）　
『
旧
唐
書
』
巻
七
中
宗
紀
に
「（
神
龍
二
年
十
二
月
）
甲
申
、
募
能
斬
黙
啜
者
、

封
授
諸
大
衛
大
将
軍
。〔
神
龍
二
年
（
七
〇
六
）
十
二
月
、
中
宗
は
、
黙
啜
を

斬
殺
で
き
た
も
の
に
は
諸
大
衛
大
将
軍
の
位
を
授
け
る
と
の
勅
書
を
下
し

た
。〕」、『
旧
唐
書
』
突
厥
伝
に
「
中
宗
下
制
…
…
仍
購
募
能
斬
獲
黙
啜
者
封
国

王
、
授
諸
衛
大
将
軍
、
賞
物
二
千
段
。〔
中
宗
は
勅
書
を
下
す
と
…
…
黙
啜
を

斬
殺
す
る
か
捕
縛
す
る
こ
と
の
で
き
た
も
の
を
王
に
封
じ
、
諸
衛
大
将
軍
の
職

を
授
け
、
二
千
段
の
賞
を
与
え
る
事
を
約
し
た
。〕」
と
あ
る
。

（
23
）　

中
宗
が
、
神
龍
二
年
（
七
〇
六
）、
吐
蕃
と
神
龍
会
盟
を
締
結
し
た
後
、
相

次
い
で
突
厥
政
策
を
実
行
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
拙
著
註
（
1
）
前
掲
書
第

2
章
第
3
章
、
拙
稿
註
（
2
）
論
文
を
参
照
。

（
24
）　
『
資
治
通
鑑
』
巻
二
一
一
開
元
四
年
六
月
条
が
引
用
す
る
『
玄
宗
実
録
』
に

よ
れ
ば
、「
七
月
戊
寅
、
詔
書
與
降
附
突
厥
云
、
乗
其
衰
弱
、
早
就
翦
除
、
其

能
捉
獲
黙
啜
者
、
已
立
賞
格
。〔
開
元
四
年
（
七
一
六
）
七
月
戊
寅
、
玄
宗
は

降
伏
し
た
突
厥
人
に
勅
書
を
下
し
て
言
っ
た
。
突
厥
の
衰
微
に
乗
じ
、
速
や
か

に
こ
れ
を
平
定
せ
よ
。
黙
啜
を
捕
縛
す
る
こ
と
が
で
き
た
も
の
に
対
し
て
は
、

す
で
に
褒
美
を
与
え
た
。〕」
と
あ
る
。

（
25
）　

例
え
ば
『
旧
唐
書
』
吐
蕃
伝
に
「
時
悉
諾
邏
恭
禄
威
名
甚
振
、
蕭
嵩
乃
縦
反

間
於
吐
蕃
、
云
其
與
中
国
潜
通
、
賛
普
遂
召
而
誅
之
。」
と
あ
る
。

（
26
）　

タ
グ
ラ
コ
ン
ロ
ェ
が
瓜
州
攻
撃
の
功
績
に
よ
っ
て
大
論
（
大
宰
相
）
に
昇
格

し
た
こ
と
は
、
チ
ベ
ッ
ト
語
史
料
（
編
年
記
、
年
代
記
の
兎
の
年
〔
七
二
七
〕

の
条
）
に
記
載
が
あ
る
。
佐
藤
註
（
3
）
前
掲
書
四
五
二
頁
。

（
27
）　

ビ
ル
ゲ
（

伽
）
可
汗
は
、
開
元
十
五
年
（
七
二
七
）
九
月
、
大
臣
の
梅
録

啜
を
唐
に
派
遣
す
る
と
、
吐
蕃
の
密
書
（
瓜
州
挟
撃
を
提
案
）
を
献
上
し
、
玄

宗
か
ら
褒
美
と
し
て
西
受
降
城
で
毎
年
絹
馬
交
易
を
行
な
う
許
可
を
得
た

（『
資
治
通
鑑
』
巻
二
一
三
）。
ビ
ル
ゲ
は
、
①
唐
に
よ
る
軍
事
的
・
外
交
的
な

圧
迫
に
追
い
詰
め
ら
れ
た
、
②
唐
と
の
絹
馬
交
易
が
魅
力
的
だ
っ
た
、
③
唐
の

防
衛
体
制
が
堅
固
な
た
め
吐
蕃
と
の
連
繋
が
困
難
だ
っ
た
、
な
ど
の
理
由
に
よ

り
、
唐
と
の
和
睦
を
決
断
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
拙
著
註
（
1
）
前
掲
書
第
2

章
、
拙
稿
註
（
2
）
前
掲
論
文
を
参
照
。

（
28
）　

佐
藤
註
（
3
）
前
掲
書
四
五
六
〜
四
五
七
頁
。

（
29
）　

唐
は
開
元
十
五
年
（
七
二
七
）、
突
厥
の
ビ
ル
ゲ
可
汗
と
和
睦
し
た
（
註
27

参
照
）。
唐
は
、
突
厥
と
の
和
睦
に
よ
っ
て
北
方
戦
線
を
憂
慮
す
る
必
要
の
な

く
な
っ
た
こ
と
も
幸
い
し
、
開
元
十
六
年
（
七
二
八
）
〜
開
元
十
七
年
（
七
二

九
）、
西
方
戦
線
で
の
吐
蕃
と
の
戦
い
に
兵
力
を
集
中
す
る
こ
と
が
で
き
た
と

考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
唐
と
吐
蕃
は
、
開
元
十
八
年
（
七
三
〇
）
よ
り
和
睦
交

渉
を
行
う
と
、
会
盟
（
開
元
会
盟
）
を
締
結
し
、
国
境
の
劃
定
、
境
界
碑
（
赤

嶺
碑
文
）
の
建
碑
、
国
境
侵
犯
の
禁
止
な
ど
を
約
し
、
開
元
二
十
六
年
（
七
三

八
）
の
戦
争
再
開
ま
で
休
戦
状
態
と
な
っ
た
。
拙
著
註
（
1
）
前
掲
書
第
2
章
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史　　　窓

第
3
章
、
拙
稿
註
（
2
）
論
文
、
拙
稿
註
（
19
）
論
文
を
参
照
。

（
30
）　

唐
代
の
契
丹
に
つ
い
て
は
、
田
村
実
造
「
唐
代
に
於
け
る
契
丹
族
の
研
究
」

（『
満
蒙
史
論
叢
』
第
一
巻
、
日
満
文
化
協
会
、
一
九
三
八
年
）、
田
村
実
造

『
中
国
征
服
王
朝
の
研
究
』
上
巻
（
東
洋
史
研
究
会
、
一
九
六
四
年
）、
愛
宕
松

男
『
契
丹
古
代
史
の
研
究
』（
東
洋
史
研
究
会
、
一
九
五
九
年
）、
契
丹
を
め
ぐ

る
唐
と
突
厥
の
対
立
、
可
突
于
の
動
向
に
つ
い
て
は
、
拙
著
註
（
1
）
前
掲
書

第
4
章
「
唐
と
突
厥
第
二
可
汗
国
の
和
戦
」、
拙
稿
「
唐
代
の
契
丹
と
突
厥
第

二
可
汗
国
」（『
京
都
女
子
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
研
究
紀
要
・
史
学
編
』
第

八
号
、
二
〇
〇
九
年
）
を
参
照
。

（
31
）　

幽
州
北
山
の
戦
い
、
楡
関
都
山
の
戦
い
、
及
び
、
こ
の
二
つ
の
戦
い
の
前
後

の
可
突
于
と
ビ
ル
ゲ
可
汗
の
連
繋
な
ど
に
つ
い
て
は
、
拙
著
註
（
1
）
前
掲
書

第
2
章
第
4
章
、
拙
稿
註
（
2
）
前
掲
論
文
、
拙
稿
註
（
30
）
前
掲
論
文
参
照
。

（
32
）　

唐
に
よ
る
ビ
ル
ゲ
可
汗
の
懐
柔
策
に
つ
い
て
は
拙
著
註
（
1
）
前
掲
書
第
2

章
第
4
章
、
拙
稿
註
（
2
）
前
掲
論
文
、
唐
の
渤
海
対
策
に
つ
い
て
は
、
古
畑

徹
「
唐
渤
紛
争
の
展
開
と
国
際
情
勢
」（『
集
刊
東
洋
学
』
第
五
五
号
、
一
九
八

六
年
）
を
参
照
。

（
33
）　

李
過
折
に
よ
る
可
突
于
謀
殺
、
泥
禮
に
よ
る
李
過
折
殺
害
、
開
元
二
十
三
年

（
七
三
五
）
の
登
利
可
汗
の
契
丹
遠
征
、
泥
禮
と
唐
の
連
繋
に
よ
る
突
厥
軍
の

撃
退
な
ど
、
一
連
の
出
来
事
の
経
緯
や
歴
史
背
景
に
つ
い
て
は
、
拙
著
註

（
1
）
前
掲
書
第
4
章
、
拙
稿
註
（
2
）
前
掲
論
文
、
拙
稿
註
（
30
）
前
掲
論

文
を
参
照
。

（
34
）　

突
厥
第
二
可
汗
国
の
第
三
代
、
ビ
ル
ゲ
可
汗
は
、
開
元
二
十
二
年
（
七
三

四
）、
大
臣
の
梅
録
啜
に
よ
っ
て
毒
殺
さ
れ
た
（『
旧
唐
書
』『
新
唐
書
』
突
厥

伝
）。
梅
録
啜
は
、
親
唐
の
和
平
派
で
あ
り
、
開
元
十
五
年
（
七
二
七
）、
唐
に

赴
い
て
吐
蕃
の
密
書
（
瓜
州
挟
撃
を
提
案
）
を
献
上
し
、
玄
宗
か
ら
絹
馬
交
易

の
許
可
を
獲
得
し
、
唐
と
和
し
た
（
註
27
参
照
）。
だ
が
、
ビ
ル
ゲ
は
唐
と
和

睦
後
、
契
丹
の
可
突
于
を
支
援
し
、
開
元
二
十
年
（
七
三
二
）
〜
開
元
二
十
一

年
（
七
三
三
）、
唐
と
対
戦
し
た
。
梅
録
啜
は
、
唐
と
の
対
決
を
辞
さ
な
い
ビ

ル
ゲ
に
対
す
る
反
発
心
か
ら
暗
殺
に
及
ん
だ
と
思
わ
れ
る
が
、
唐
が
可
汗
の
暗

殺
を
梅
録
啜
に
教
唆
し
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。
拙
著
註
（
1
）
前
掲
書
一

〇
一
〜
一
〇
二
頁
、
一
八
〇
頁
、
拙
稿
註
（
30
）
論
文
一
二
〜
一
三
頁
参
照
。

（
35
）　

平
涼
偽
盟
に
つ
い
て
は
、
佐
藤
長
『
古
代
チ
ベ
ッ
ト
史
研
究
』
下
巻
（
東
洋

史
研
究
会
、
一
九
五
九
年
）、
拙
著
註
（
1
）
前
掲
書
第
7
章
「
安
史
の
乱
以

後
の
内
治
の
た
め
の
外
交
」、
拙
稿
「
徳
宗
時
代
の
三
つ
の
唐
・
吐
蕃
会
盟

（
建
中
会
盟
・
奉
天
盟
書
・
平
涼
偽
盟
）
│
安
史
の
乱
後
の
内
治
の
た
め
の
外

交
」（『
史
窓
』
第
六
八
号
、
二
〇
一
一
年
）
を
参
照
。

（
36
）　

建
中
会
盟
、
奉
天
盟
書
、
そ
れ
に
、
両
会
盟
の
締
結
前
後
の
唐
の
国
内
外
の

情
勢
、
唐
・
吐
蕃
間
の
外
交
交
渉
な
ど
に
つ
い
て
は
、
拙
著
註
（
1
）
前
掲
書

第
7
章
、
拙
稿
註
（
35
）
前
掲
論
文
を
参
照
。

（
37
）　
『
唐
会
要
』
巻
一
〇
〇
大
食
伝
、
佐
藤
註
（
35
）
前
掲
書
六
五
三
頁
。

（
38
）　

例
え
ば
、
会
盟
が
原
州
の
土
利
樹
で
行
う
こ
と
に
決
ま
っ
た
時
、
左
神
策
軍

の
馬
有
麟
は
、
同
地
が
険
し
く
狭
い
の
で
、
吐
蕃
側
が
伏
兵
を
置
く
こ
と
を
危

惧
し
、
平
坦
な
平
涼
で
会
盟
を
行
う
よ
う
提
案
し
た
。
こ
の
た
め
、
会
盟
の
地

が
平
涼
に
変
更
に
な
っ
た
。
ま
た
、
駱
元
光
は
渾

に
同
行
を
拒
ま
れ
た
が
、

渾

の
陣
地
の
隣
に
堅
固
な
陣
地
を
築
き
、
有
事
に
備
え
た
。
こ
の
た
め
、
渾

は
平
涼
偽
盟
で
吐
蕃
軍
に
襲
撃
さ
れ
た
時
、
駱
元
光
の
陣
地
に
逃
げ
込
ん
で

難
を
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
た
（『
旧
唐
書
』
吐
蕃
伝
、『
資
治
通
鑑
』
巻
二
三

二
）。

（
39
）　

佐
藤
註
（
35
）
前
掲
書
六
五
〇
〜
六
五
一
頁
。

（
40
）　

平
涼
偽
盟
の
時
に
捕
縛
・
殺
害
さ
れ
た
唐
の
使
節
に
つ
い
て
は
、
拙
著
註

（
1
）
前
掲
書
三
一
六
〜
三
一
九
頁
、
拙
稿
註
（
35
）
前
掲
論
文
一
五
四
〜
一

五
五
頁
を
参
照
。


